
－１１－ 
発   言   者  議                              事   〔９月８日〕  
委 員 長   皆さん、おはようございます。  
委 員 長   ただいまの出席委員数は８名であり、定足数に達しておりますので、昨日に続き会議を開きま

す。（１０：００）  
委 員 長   審議に入る前に、昨日、中山委員から家屋等解体により土地評価額に変更があった件数の質問

について、住民税務課主幹から答弁があります。  
委 員 長   住民税務課主幹  
住 民 税 務 課 主 幹   昨日の答えですけれども、前年度中の実績でお答えさせていただきます。前年度に取壊しを確

認した家屋は棟数としては３３棟、うち住宅として取壊しになったのが１１棟あります。１１棟

の内訳なんですが、その後建替えとなったのがうち２棟で、現状の更地のまま、その後建てる予

定がないという現状になっているものが９という形になっております。   以上です。  
委 員 長   よろしいですか。  
委 員 長   それでは、直ちに審議に入ります。  
委 員 長   １款町税について、１６ページから１９ページ。質疑ありませんか。（発言する声なし）  
委 員 長   それでは、２款地方譲与税について、１８ページから１９ページ。質疑ありませんか。（発言

する声なし）  
委 員 長   それでは、３款利子割交付金について、１８ページから１９ページ。ありませんか。（発言す
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る声なし）  

委 員 長   ４款配当割交付金について、２０ページから２１ページ。ありませんか。（発言する声なし）  
委 員 長   それでは、５款株式等譲渡所得割交付金、２０ページから２１ページ。（発言する声なし）  
委 員 長   それでは、６款法人事業税交付金について、２０ページから２１ページ。ありませんか。（発

言する声なし）  
委 員 長   ７款地方消費税交付金について、２０ページから２１ページ。ありませんか。（発言する声な

し）  
委 員 長   それでは、８款環境性能割交付金について、２０ページから２１ページ。（発言する声なし）  
委 員 長   ないようですので、９款地方特例交付金について、２０ページから２１ページ。（発言する声

なし）  
委 員 長   それでは、１０款地方交付税について、２２ページから２３ページ。ありませんか。（発言す

る声なし）  
委 員 長   それでは、１１款交通安全対策特別交付金について、２２ページから２３ページ。（発言する

声なし）  
委 員 長   ないようですので、１２款分担金及び負担金について、２２ページから２５ページ。  
委 員 長   ７番、上戸委員  
上 戸 委 員   ２５ページの国営相和地区農地開発事業の過年度負担金、これについて若干伺いたいと思いま

すけれども、毎年議員会等でも状況について説明を受けているのは分かります。これを何年も同

じような形で収入未済の説明を受けていますけれども、実際このうち回収できる金額だとか人数

だとか、もう農地もない人も中にはおられますので、その辺の見通し等はどのように考えている
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か、お伺いしたいというふうに思います。  

委 員 長   農林課長  
農 林 課 長   国営相和の負担金についてでありますが、回収の見込み、また農地がもう既にない方等いらっ

しゃいます。先月の監査委員の講評の中でも見通しをということで御指摘をいただいているとこ

ろでありますが、この点につきましては、今、今年度において最終的に換価できるものがどの程

度あるか、また引き続き調査を実施する予定としております。ついては、これまでと同じように

回収できるものは極力回収していくという方針は変えずに、まずは徴収分納のほうに当たってい

きたいと考えていますので、今のところは現在８名の方がいらっしゃいますが、その方々から少

しでも納付を促して、徴収率の向上につなげていくというふうに考えております。  
委 員 長   ７番、上戸委員  
上 戸 委 員   私が思うには、同じような形でずっともう何年も何年も来ていまして、回収できる、中には

１５年、１７年のスパンで回収するというのも話を聞いていますけれども、これをずっと後世

に、後、後々の世代に不良資産として残していくような気がするんです。ですからいつかの時点

でもうめどをつけるというふうな形でやったほうがいいのではないかというふうに考えていま

す。例えば簿外管理するだとか、こういう手法ができるのかどうかも含めて、その辺の考え方を

説明をお願いします。  
委 員 長   農林課長  
農 林 課 長   後世に残すことはという御指摘でありますが、そうですね、今農林課としましては引き続き財

産調査等を継続していくわけでありますが、いずれかの段階では判断が必要になってくるかとも

感じております。先ほどの簿外管理というお話ですけれども、これについては今思慮ちょっとし
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ておりませんので、この辺についても将来に債務を残さないというような手法があるかどうか検

討してまいりたいなというふうには考えております。   以上です。  
委 員 長   ７番、上戸委員  
上 戸 委 員   思い切って、もう回収不能だなというふうに思う人方を、ここから、この残高から減らすとい

うような判断を大体いつ頃までにしたいというふうに考えているか、全くそういう考えがないの

か、御説明をお願いします。  
委 員 長   農林課長  
農 林 課 長   いつまでにというところでありますが、私も係のときから担当しておりまして徴収に当たって

おりました。そのときから大分、当初から人数が減ってきているところではあります。ただ、も

う無理な人、これ以上絞っても出てこない方等もいらっしゃるかと思いますので、その辺につい

ては今一概にいつまでというふうな期限はちょっとお示しできないんですけれども、財産調査の

最終版として一定期間で調査を終えて判断を仰いでいくということも必要になってくるかなとは

考えておりますが、現時点ではいただけるというか、回収可能なものは極力回収していくという

ところは引き続き継続しつつ、今後の方向性については別途検討してまいりたいと考えます。  
委 員 長   ７番、上戸委員  
上 戸 委 員   私としては、今我々の任期もあともう少しでありまして、この任期中のうちにこれを全くきれ

いにというわけにもいかないと思いますけれども、きれいにして後世に残さないというような方

法で取り進めをお願いしたいというふうに思います。答えは要りません。  
委 員 長   １番、中山委員  
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中 山 委 員   今の関連でお聞きしたいんですけれども、ずっと我々もこの件については携わっているわけで

すので、その中で特に北斗市の農家の方の部分は、お互いに弁護士を立てた中での取り進めが行

われておりますけれども、その進展が全く見られないというのはどういうことなのか、また、今

後の見通しとしてどういうふうに考えているのか、それらについての説明をしていただきたいと

思います。  
委 員 長   農林課長  
農 林 課 長   町外の方については、不服審査申立ての受理を昨年度終えておりますが、今まだ町の弁護士さ

んからの報告を待っている状況であります。まだそちらのほうの弁護士さんの報告書、意見書で

すね、これを踏まえて町での対応となってくるかと思います。その中で弁護士さんの意見を踏ま

えて、取れる部分がどの程度になってくるのかというのは確定すると思いますので、今はまだち

ょっと弁護士さんの結果報告をちょっと待っているという状況でありますが、そんなに長くは、

今年度中には結果出てくると思いますので、その際にはお示ししていきたいと考えております。  
委 員 長   １番、中山委員  
中 山 委 員   今の農林課長の説明は分かるんですけれども、全く進展してないということの中で、果たして

町としてこの件に関して基本的にどういうふうに考えるのか。その弁護士の方をいつまでも待つ

のか、それともこっちからある程度もう見切りをつけるべきでないかというふうな気もするんで

すけれども、今、上戸委員言ったように、やはりある程度期限を持った中でやれるものはやって

いくというような姿勢のほうがいいんじゃないかなと思うんですけれども、その辺はどうです

か。  
委 員 長   農林課長  
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農 林 課 長   先ほどの不服審査の弁護士さんの関係でありますが、もうそろそろ来るというふうなことであ

ります。なので、先ほどの上戸委員のお話にもありましたが、その結果をもって、その方につい

ては今年度中に判断をしていくということになるかと思いますので、もう少々お時間をいただき

たいなと考えているところであります。もうすぐ弁護士さんから報告が来るということではあり

ます。  
委 員 長   ほかにありませんか。（発言する声なし）  
委 員 長   それでは、１３款使用料及び手数料について、２４ページから２９ページ。  
委 員 長   ６番、香川委員  
香 川 委 員   この項目の２０６万円ほど収入未済額があるわけですけれども。  
委 員 長   何ページですか。  
香 川 委 員   ２５ページです。２５ページの使用料の収入未済額２０６万円ほどあるんですけれども、その

内容を教えてください。  
委 員 長   建設水道課長  
建 設 水 道 課 長   香川委員の今のやつは、次のページの２７ページにあります公営住宅の使用料の２０６万

４，７８３円のが２５ページの一番上に乗っかってきているということであります。こちらの収

入未済額、そのようになっております。  
委 員 長   ６番、香川委員  
香 川 委 員   昨年度もたしか中山委員が言ったと思うんですけれども、実際その件数は何件あるんでしょう

か。  
委 員 長   建設水道課長  
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建 設 水 道 課 長   現年度の分は６名です。ただ、今この９月１日、６０万５，２００円の時点では６名。それ

で、今９月１日現在では４名まで減らしております。それから、滞納繰越分につきましては、５

名。それは、９月１日現在では４名に減っております。今のところ、ちょっと前年度と滞納繰越

分とかぶっている方が１名いらっしゃいますけれども、そのような形になっております。それ

が、この２０６万４，７８３円の滞納の内訳です。  
委 員 長   ６番、香川委員  
香 川 委 員   では、実際４名の方は全て支払い能力がある方なのか、それとも中には支払い能力に欠ける

方、恐らく不納欠損になるような方もおられるのでしょうか。  
委 員 長   建設水道課長  
建 設 水 道 課 長   昨年度も件数とかその辺の内訳、あと、当然決算審査の中でも滞納のほうを言われているん

ですけれども、現在のところ１，０００円、２，０００円という、毎月行って１，０００円、

２，０００円でも取ってくるというような形で続けておりますので、確かに額の大きい方もいら

っしゃいます。でも、まだ４０代なので当然働いてもいますし、そのようなところは毎月受け取

っていますので、今のところ今すぐ不納欠損という形になる方はいらっしゃらないと思っており

ます。去年５０か月分残っていたという方も、今現在４７まで減らせたとか、少しずつですけれ

ども毎月行ってこの方々に。あと、コロナの関係でやっぱり２名の方がちょっと非常にもう払え

ないというような状況で、いろんな社会福祉協議会とかいろんなところに相談されて、家賃のほ

うを何とかということなんですけれども、うちのほうも免除するというちょっと規定がないもの

なので、ですから、そちらのほうとお互い連携取り合って、給料出たときに取りにいくとか、そ

ういう形で少しずつ取っている状態でございます。  
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委 員 長   ほかにありませんか。  
委 員 長   ５番、山田委員  
山 田 委 員   ２７ページになるんですが、観光使用料でオートキャンプ場の使用料２３０万円幾らと、オー

トキャンプ場の附帯施設の使用料ですね、これはシャワー設備だと思うんですけれども、昨年に

比べると半分、オートキャンプ場の使用料が半分になっていることと、附帯料の使用料も１０万

円ほど減っていると。これの原因というのは、何でしょうか。  
委 員 長   政策推進課長  
政 策 推 進 課 長   これにつきましては、コロナの影響で春先、連休挟んで休園しているのが主な原因でありま

す。  
委 員 長   ほかにありませんか。（発言する声なし）  
委 員 長   それでは、１４款国庫支出金について、２８ページから３５ページ。ありませんか。（発言す

る声なし）  
委 員 長   それでは、１５款道支出金について、３４ページから４５ページ。ありませんか。（発言する

声なし）  
委 員 長   それでは、１６款財産収入について、４４ページから４７ページ。ありませんか。  
委 員 長   ７番、上戸委員  
上 戸 委 員   今年、決算のことでないのかも分からないんですけれども、４７ページなんですけれども、財

産売払収入、今木材が高騰しているような話聞かされましたけれども、これ、どうなんですか

ね、今年の状況は、要するに高く売れていますかということなんですけれども、どうなんでしょ

うね。  
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委 員 長   農林課長  
農 林 課 長   町有林の売払いについてでありますが、木材の価格は上昇しているということは新聞報道でも

承知しているところではありますが、この町有林の売払いにつきましては、道の単価等を使用し

ております。なので、売払いについては道の単価を基に予定価格を定めまして、一番高額で札入

れをされた方に落札されているというところではあります。今年度においてはこれから売払いを

行う予定でありまして、売払いの設定については、従前どおり道の単価等を踏まえて決定をいた

します。あとは、業者さんが札入れ、木材が高く売れるということであれば、入札価格も落札価

格も高くなっていくのかなと。ひいては、町有林の売払収入の増加にもつながるところではあり

ますが、民間木材業者さんの木材価格の取引については承知してない、現在ちょっと資料を持ち

合わせていないというところであります。  
委 員 長   ７番、上戸委員  
上 戸 委 員   道の単価の改定が、今の状況によってすぐ変わるというふうには考えられないんです。ですか

ら、この高騰している状況の中で、できるだけ高く売るような努力をしていただきたいというふ

うに思います。  
委 員 長   ほかにありませんか。（発言する声なし）  
委 員 長   それでは、１７款寄附金について、４６ページから４７ページ。  
委 員 長   ８番、浜塚委員  
浜 塚 委 員   ４７ページ、ふるさと寄附金です。２，９８０万７，０００円、去年は１，６００万円という

ことで額が増えています。人数はここに載っているんですけれども、どの地区からの寄附が多い

んでしょう、例えば東京とか関西とか。  
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委 員 長   政策推進課長  
政 策 推 進 課 長   多いのは本州です、やっぱり。市町村ごとにとか今手元にないんですが、たしか関東方面が主

であります。東京近郊の都市部の寄附者が主に占めているという状況であります。  
委 員 長   ８番、浜塚委員  
浜 塚 委 員   これちょっと話ずれると思うんですが、ちょっと暮らしありますよね。そういうような地区の

人が入っている、名前ちょっと分からないかも分かりませんけれども、やはりその辺のことは、

幾らか寄附金に対してがあるという、そういうような状況というのは見受けられるんですか。  
委 員 長   政策推進課長  
政 策 推 進 課 長   宿泊、泊っている人と寄附金の照合をしていません。けれども、この寄附金とは別に、今素敵

な過疎づくり株式会社のほうであっさぶ倶楽部という寄附を、これとは別なんですけれども、や

っている事業があります。そちらのほうに、例えば東京厚沢部会ですとか、あと体験住宅に泊ま

っている人がそちらのほうで寄附されている方が何名かいるという話は聞いております。  
委 員 長   町長  
町 長   このふるさと寄附金、昨年一気に伸びたのは、厚沢部町出身の神奈川県に在住する会社の方々

が、いろいろ厚沢部町の応援団としてこの会社ぐるみで寄附した、寄附をしてくれた、こういう

結果が大幅に伸びております。皆さん方御承知のように、神奈川県の元社の山のほうにおりまし

た林社長が、今会長ですけれども、がいろいろとグループの会社に声をかけてくれたという経緯

があります。それで一気に伸びた数字であります。  
委 員 長   ほかにありませんか。  
委 員 長   １番、中山委員  



－２１－ 
中 山 委 員   行政報告書を見ますと、受入れ区分としてふるさとチョイスと、それから楽天ふるさと納税、

従来の分ということで３つに分かれているんですけれども、これの違いを説明していただきたい

と思います。  
委 員 長   総務財政課長  
総 務 財 政 課 長   去年まで一応ちょっと担当しておりましたので、私のほうからちょっと説明させていただきた

いと思います。   ふるさとチョイス、楽天ふるさと納税というのは、これインターネットのサイトでございまし
て、そこから見るとワンクリックといってすぐ寄附ができるというようなシステムになっており

ます。こちらのホームページ上からでも寄附できるということで、非常に今までふるさとチョイ

ス１つだけだったんですけれども、それだけだと寄附額も全然低いということで、令和２年度か

ら楽天ふるさと納税というのを足した経緯があります。往来分というのが、今までどおり、こう

いったサイトを使わないで振込用紙というんですか、それを送って、ちょっと厚沢部町出身の高

齢の方なんですけれども、それでも寄附をしたいということで振込用紙を使って寄附したいので

ということで、振込用紙を送って寄附をいただいているという、その内訳でございます。  
委 員 長   １番、中山委員  
中 山 委 員   札幌の業者で当初ふるさと納税の事務局というようなことでやってくれてたんですけれども、

そっちのほうはどうなりましたか。  
委 員 長   総務財政課長  
総 務 財 政 課 長   一応、これ直でふるさとチョイスとか楽天とかとやるわけではなくて、レッドホースコーポレ

ーションという会社がありまして、それらを仲介する、一応それを仲介してここと、ふるさとチ
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ョイスであったり楽天ふるさと納税であったり、そういった提案もそこの会社で受けて、それで

契約しているというところでございます。  
委 員 長   １番、中山委員  
中 山 委 員   それで、返礼品になるんですけれども、当町の農産物とかいろいろと希望あったと思うんです

けれども、そのベスト３ぐらいまではどうでしょうか。  
委 員 長   総務財政課長  
総 務 財 政 課 長   一番は、ちょっと今手元に私資料ないんですけれども記憶をたどっていくと、やはり寄附の金

額が一番増える時期として今ぐらい、６月、７月、８月ぐらいが一番増えるんですよね。何かと

いうと、やっぱりトウモロコシであったりメロンであったりというところの、やはり厚沢部町は

農産物が主流でございますので、そういったものが非常に件数が多いというところでございま

す。ただ、秋口にも実は増えるときもありまして、それは冬至カボチャであったり、あと先行予

約といたしまして、１１月に寄附をするんだけれども翌年度に米を３か月間にわたって受け取れ

るだとか、そういった先行予約も非常に高い、米の返礼品を目的とした寄附も非常に件数は多い

と承知しております。  
委 員 長   １番、中山委員  
中 山 委 員   分かりました。うちのほうの農産物が本当に人気出て、これからもどんどん出ていくようにＰ

Ｒしていただきたいなと思うんですけれども。   もう一点、この寄附金の中で指定寄附金あるんですけれども、これは今年もいただいている
１００万円、これについてこれは指定されていますので、教育費ということで寄附されています

ので、教育委員会といたしましてはこの１００万円をどんな形でそれこそ利用しているのか、そ
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れらについての説明をお願いしたいと思います。  

委 員 長   教育委員会主幹  
教 育 委 員 会 主 幹   昨日の補正予算でも今年の分ということで寄附計上ありまして、ふるさと創生事業費のほうに

財源充当ということで補正予算計上しております。ふるさと創生事業というのが、御存じのよう

に創造の翼中学生派遣事業のほかに国際交流、文化講演会開催事業、伝統技能伝承講座開催事業

など幅広い分野、事業で人づくり、まちづくりにつながる事業を行っています。具体的に言いま

すと、その中の中学生の創造の翼事業、そちらのほうに財源充当という形でこの寄附を活用させ

ていただいております。  
委 員 長   １番、中山委員  
中 山 委 員   大変これ毎年いただいているということで、この会社には教育委員会のほうから、こんな形で

利用してますよというようなそういう報告といいますか、そういうのは実施していますか。  
委 員 長   教育委員会主幹  
教 育 委 員 会 主 幹   実際のところ、寄附を受ける際は総務財政課を通しまして町のほうに寄附があります。それ

で、子どもたちの教育のために使ってくれということでの寄附ということで、町と財政のほうと

協議して、こちらの事業に充当させていただいております。我々のほうからは、詳細については

会社のほうには連絡は取ってないんですが、従来からこの事業に充てさせていただいているとい

うのは、認識はされているのかなとは思っております。  
委 員 長   １番、中山委員  
中 山 委 員   町長、これ指定寄附金ということで毎年、今年たしか６年ぐらいになるのかな、そのぐらい毎

年いただいているというようなことで、間あった時期もあったんですが、やはり寄附された会社
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には、こういうふうに使われましたというようなやっぱり報告、ありがとうございましたという

ようなことで私は報告すべきじゃないかなと。町政功労ではやるんですけれども、そうじゃなく

て、やっぱり礼儀としてそういうふうな町の姿勢を私は見せてほしいなというふうに思いますの

で、その辺今後どうぞ、そういうような方向で進めていただきたいなというふうに思います。  
委 員 長   町長  
町 長   今のお話ですけれども、町としては今言われたように町政功労等対象者ですから、当然この

１００万円の寄附というものを前に置いて、そして功労表彰をしているところでありますし、寄

附行為があったときには、町長からの感謝状ということで感謝状の贈呈式をやって、会社のほう

には大きな感謝の意を表していると、こういうふうなやり方をしております。この指定寄附、会

社のほうの意向としては教育部門で使ってほしいというふうなことで指定されておりますので、

教育部門のどれかの財源充当にしながら、これからも有効な使い方をさせていただくと、こうい

うことで考えています。いついつのお礼という、文書お礼というものはやっていませんけれど

も、都度感謝状の贈呈式の中で今まで感謝の意を表していると、記念品あるいは感謝状を贈呈し

ている、こういうことでございますから、会社によっては何か別な方法をしてくれというふうな

ことであれば、それはその会社の意向に沿いたいと思います。文書謝礼というものは、単なるそ

れこそ送ってくれた方々がありがとうで何となく軽いなと思うものですから、ぜひ感謝状の贈呈

ということで本人も来ていただいて重く感謝をするという仕組みのほうがよろしいんでなかろう

か、こういうことでやっております。   会社のほうでは、それぞれ感謝状は事業実績の何か印になるんだそうです、実績のほうで。だ
から、行政にこういう寄附をしたという、この感謝状は全部彼らの実績の報告に載っていくんだ



－２５－ 
そうです。そういう意味もありまして、もう長年、この会社については毎年１００万円ずつ寄附

をいただいている、これらについても相当な額になりますので、表彰式等については、やはりそ

ういう重みのある表彰をしたいものだなと、こういうふうに考えております。文書でお礼という

ふうなのはすぐできる話ですから、それは受領したときに文書を出すことは可能であるというふ

うに思います。  
委 員 長   ほかにありませんか。（発言する声なし）  
委 員 長   それでは、１８款繰入金について、４６ページから４９ページ。質疑ありませんか。（発言す

る声なし）  
委 員 長   １９款繰越金について、４８ページから４９ページ。ありませんか。（発言する声なし）  
委 員 長   それでは、２０款諸収入について、４８ページから５５ページ。  
委 員 長   ７番、上戸委員  
上 戸 委 員   ５０ページの奨学資金貸付金の償還のところの収入未済金、これの回収見込みというのはどう

いうふうに考えているか、伺いたいと思います。  
委 員 長   教育委員会事務局長  
教育委員会事務局長  この収入未済なんですが、今回の場合は現年度で滞納繰越しが６人ということなので、毎年こ

ういう収入未済がある方には、こちらのほうから督促、あるいは電話、そういうことで回収のほ

うをこちらのほうでも進めている段階でありまして、今年度につきましても既に１名の方がそう

いうことで完済を終えたと、この収入未済あった方が、そういうふうなことで委員会事務局では

動いて回収に当たっている次第です。  
委 員 長   ほかにありませんか。  
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委 員 長   ７番、上戸委員  
上 戸 委 員   ５３ページのところに載っているのかなというふうに思ったんだけれども、ちょっと見逃した

から教えていただきたいと思いますけれども、たしか去年だかおととしだか、鶉保育所を直して

貸したと。それの部分については農協からお金を、直した分のお金をもらうことになっているん

だみたいな話で私は記憶しているんだけれども、それの収入というのは一体どこら辺で見ている

のかなというふうに思いますので、御説明をお願いしたいと思います。  
委 員 長   総務財政課長  
総 務 財 政 課 長   ここではなくて、４４、４５ページの財産収入の建物貸付収入のほうで見ております。  
委 員 長   総務財政課長  
総 務 財 政 課 長   その中ですと全部ひっくるめて分からなくなっているんですけれども、月８万円で貸付けして

おります。鶉保育所ですよね。  
委 員 長   ７番、上戸委員  
上 戸 委 員   月８万円確実に徴収しているんであればいいんですけれども、何かもう少し分かりやすいよう

な形の、例えば行政報告書にそういうふうな内訳をつくるだとかというふうに工夫していただき

たいというふうに思います。  
委 員 長   総務財政課長  
総 務 財 政 課 長   以後、こちらのほうに内訳のようなものをつけたいと思います。検討させていただきます。  
委 員 長   ほかにありませんか。（発言する声なし）  
委 員 長   それでは、２１款町債について、５４ページから５９ページ。ありませんか。（発言する声な

し）  
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委 員 長   それでは、歳入全般について質疑ありませんか。（発言する声なし）  
委 員 長   ないようですので、次に、歳出の質疑に入ります。  
委 員 長   暫時休憩します。（１０：４３）  
委 員 長   休憩前に引き続き審議を続行します。（１１：００）  
委 員 長   歳出の質疑に入ります。  
委 員 長   １款議会費について、６０ページから６１ページ。（発言する声なし）  
委 員 長   それでは、２款総務費について。  
委 員 長   ７番、上戸委員  
上 戸 委 員   ６３ページになりますけれども、この中で１番の報酬と２番の給料というふうに分けています

けれども、１番の報酬のほうには会計年度任用職員の報酬というのがあるんですけれども、２番

目は給料なんですけれども、これ報酬と給料とどういうふうな違いがあるんですかね。この言葉

の意味。  
委 員 長   総務係長  
総 務 係 長   会計年度任用職員の質問でございます。令和２年度から始まった制度なんですけれども、簡単

に言いますと、報酬のほうがパートタイムの方で、給料で見ているほうがフルタイムですね、ま

る１日の勤務、この違いであります。  
委 員 長   ７番、上戸委員  
上 戸 委 員   パートタイムの方の報酬だということで、これを給料のところに入れればまずいということな

んですか。  
委 員 長   総務係長  
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総 務 係 長   一応これ制度を設定するときに総務省のほうからガイドラインというものが示されておりまし

て、パートタイムについては報酬で見て、それ以外、常勤職員に近い職員ですね、フルタイムに

ついては、同じように給料として見るようにということでガイドラインに載っておりますので、

それに沿って条例を制定したということになります。  
委 員 長   ７番、上戸委員  
上 戸 委 員   そうしたら、その下のほうの職員手当というところの括弧書きに会計年度任用職員分というふ

うにあるんですけれども、これはパートタイムの方はそういう手当がないから、これは入ってな

いという考えでいいんですかね。  
委 員 長   総務係長  
総 務 係 長   こちら、それぞれの手当だとか給料の見方なんですけれども、この手当の部分ですね、まず、

報酬で支給される職員については、時間外手当も報酬のほうに含めるということになっておりま

す。ただ、期末手当については、報酬で支給される会計年度任用職員も給料で支給される職員に

ついても、この期末手当の中に入るということになっております。通勤手当なんですけれども、

フルタイムの職員については、この通勤手当なんですけれども、パートタイムの報酬で支給され

る会計年度任用職員については、６５ページにあります費用弁償ですね、旅費として支給すると

いうことになっております。ちょっと制度上分かりにくいんですけれども、御理解お願いしたい

と思います。   以上です。  
委 員 長   ７番、上戸委員  
上 戸 委 員   何かすごく区分がちょっと複雑のような感じがするんで、もう少し分かりやすくできるんであ
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れば、分かりやすくしてもらいたいなというふうに思うんです。   それはいいんです。私が本当に聞きたかったのは、１番目のところの地区駐在員の報酬額が
３４３万５０円出していますけれども、去年はたしか不用額があったんですけれども、今年もあ

ったのかということを聞きたいんです。  
委 員 長   住民税務課長  
住 民 税 務 課 長   地区駐在員の報酬に関してですが、こちら、まずどういった内容で構成されているかといいま

すと、均等割、全て皆さん同じ金額を支給すると。あとは、世帯割、道路割、班数割というもの

で構成されております。そのうち変動があるのが、世帯割がやはり各年度変動して若干減少傾向

になりますので、前年実績に基づいて予算計上はしますけれども、実際は減るということで若干

の不用額は出るようなシステムになっております。   以上です。  
委 員 長   ７番、上戸委員  
上 戸 委 員   若干の不用額が出ているというふうな話なんですけれども、その金額は幾らになっています

か。  
委 員 長   住民税務課長  
住 民 税 務 課 長   不用額につきましては、予算額が３４７万４，０００円に対しまして、不用額が４万３，９５０

円出ております。   以上です。  
委 員 長   ７番、上戸委員  
上 戸 委 員   分かりましたけれども、去年はこの報酬の欄で不用額が３３万２，０００円何がしが出ている
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んだということが分かったんです。この４月でこれがもう全く見えなくなったから、今のような

質問の仕方したんですけれども、そういうところも押さえながら資料作成してもらえれば助かる

なというふうに思いますので、よろしくお願いします。  
委 員 長   ほかに質疑ありませんか。  
委 員 長   ７番、上戸委員  
上 戸 委 員   ほかの方が意見出す前に私のほうからもう一回。６９ページになりますけれども、ここに委託

料、財産管理費の中の委託料ということで１２万円、公共施設個別施設計画作成委託料とありま

すけれども、２５３万円、これはどのようなことを期待しての支出という形になりますか、御説

明をお願いします。  
委 員 長   総務財政課長  
総 務 財 政 課 長   こちらにつきましては、町が所有する公共施設につきまして、１３７施設を対象としているん

ですけれども、こちら年数が相当たっているもの等々が厚沢部町内でも結構あるということで、

いついつに修繕が必要ですよとか、いついつにもう使わないんであれば廃止したほうがいいです

よとか、１０年間の公共施設の計画となっておりまして、その基に個別総合計画というものがあ

るんですけれども、最初はその計画だけだったんですけれども、国からの指導で施設の改修時期

等々重なって財政負担が増えることも予想されるので、そういった計画をきちんと立てなさいと

いうことで、この個別施設計画を立てたところでございます。  
委 員 長   ７番、上戸委員  
上 戸 委 員   そういう公共施設が古くなったどうだとかというふうなことなんですけれども、これはやっぱ

り専門のこういう業者、そういうところに委託しないとできないものなんですか。  
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委 員 長   総務財政課長  
総 務 財 政 課 長   いろいろな建物の構造ですとかもろもろ、施設によりましても建設のされ方が違ったりですと

か、いろいろそういった面もありまして、ちょっと専門知識等を有する部分もありますので、委

託という形を今回は取って、この金額となっているところでございます。  
委 員 長   ほかにありませんか。総務費で、６０ページから９７ページです。ありませんか。  
委 員 長   １番、中山委員  
中 山 委 員   ８２ページの地域活性化事業について質問したいと思います。地域おこし協力隊員ですけれど

も、行政報告書には４名の方の名前が載っていますけれども、もう一方いたような気がしたんで

すけれども、その辺は別の新規就農というふうなことで別の取扱いになっていたんですか。  
委 員 長   政策推進係長  
政 策 推 進 係 長   地域おこし協力隊、隊員の名簿についてでございますけれども、行政報告書１４３ページに記

載されているかと思います。そこで載せている令和２年度協力隊という形で４名という形で載せ

ておりますけれども、今、中山委員おっしゃられたのは、多分、辻協力隊員、今新たに農業の協

力隊で来ている方の捉え方だと思うんですけれども、あくまでも令和２年度という形で４名を載

せております。令和３年度になりますと、新たに辻協力隊員が加わって５名というふうな形で記

載されるんですけれども、令和２年度につきましては、この４名というふうな形になります。  
委 員 長   １番、中山委員  
中 山 委 員   増崎さんは、どういう取扱いになっていましたか。  
委 員 長   政策推進課長  
政 策 推 進 課 長   富里で営農されている方につきましては、令和２年３月３１日で卒業されたとなっていますの
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で、この２年の４月からはもうこの中に入っていないと、この前の年まで入っていたということ

で。  
委 員 長   １番、中山委員  
中 山 委 員   分かりました。ここで名前を見ますと、増崎さんは入らないんだなということで分かりました

けれども、山本君につきましては富栄で頑張っているわけですけれども、なかなか一人で頑張っ

ているわけですけれども、応援してくれるまた地域の方々、それから相談に乗れる方々というの

はどういうふうに町として捉えていますか。  
委 員 長   農林課長  
農 林 課 長   協力隊員の今、富栄で新規就農されている協力隊員の方でありますが、これについては富栄の

方々に非常に協力をいただいております。ちょっと固有名詞はお出しできないんですけれども、

集落に今の協力隊員、新規就農希望者かなり地域とつながっておりますし、また農林課、役場と

しても定期で訪問して、何か困ったことはないかと、また、来年度には就農開始というふうにな

るかと思いますので、それに向けた家、今支援のほうも準備を行っているところであります。   以上です。  
委 員 長   １番、中山委員  
中 山 委 員   農林課長、相談役といいますか、地域のほうにそういう方がいるのかどうか。また、この下の

ほうにある地域おこし協力隊のコーディネーター業務というのがあるんですけれども、このコー

ディネーターも農業やっている山本君にはどんなコーディネートをやっているのか。  
委 員 長   農林課長  
農 林 課 長   相談役でありますが、何と言うんでしょうか、日頃相談に乗っていただける方はいらっしゃる
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と承知しております。アスパラ農家さん、富栄の農家さんですけれども、その方にいろいろ相談

もされているようでありますし、技術とか地域の相談含めてつながっているようではあります。

あと、相談役というような形では、町としては別に指定はしておりませんがそういう方も、協力

隊員だけでなくて、地域の方も協力隊員に気をかけていただいているという状況であります。   あと、地域おこし協力隊コーディネート業務なんですけれども、これにつきましては、今新規
就農者の方のみならず、ほかにも３名ほどいらっしゃるかと思います。この方々含めて、地域協

力隊としての町内活動をサポートするということで、素敵な過疎の会社のほうでサポートという

んでしょうか、コーディネートをやっていただいているものだと承知しております。  
委 員 長   １番、中山委員  
中 山 委 員   今まで見ていて定着してくれたのは、赤沼にいる阿部さんが定着していただいて、新規就農と

いう形で農業やっていただいています。やはりその中では第三者継承ということで、地主さんと

非常に交流を持った中で農業に頑張っていただいたと。それが結果的に就農ということになっ

て、今頑張っています。そういう中でやはりうちの町としても、町長、やはり相談役というよう

なことで、ある程度方針を持った中で応援してくれるそういう方をやはり設けたほうがいいんじ

ゃないかなと。そうでないと、全く山本君も非常に頑張っているようですけれども、相談役がい

ないというようなことで非常に苦労しているようでございますので、やはり今回のさっき出た辻

さんにつきましても大変、町長分かっているかどうか知りませんけれども、大変苦労して、今ど

うなるか分からない状況にあるわけですので、そういう中では私はきちっとやっぱりふだん相談

できる、そういう方をやはり１名つけた中で就農して、応援してもらうというようなことが必要

でないかなと思うんですけれども、その辺のこれからの取組として考えられないものかどうか。  
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委 員 長   農林課長  
農 林 課 長   相談役につきましては、現状でありますと私どもの町にあります担い手協議会、この中に農業

者さんも町も、農協関係機関集まってサポートをするというような体制になっております。た

だ、農家さん、協議会の会長やっていただいている農家さんの方も、いろいろ小まめに訪問のと

きに困ったことないかだとか、そういうようなヒアリングというんでしょうか会話をしながら、

例えばちょっと倉庫がなくて困っているんですというようなお話も今年度ありました。じゃ、う

ちに余っているプレハブ１個持っていってもいいよだとか、そういうような協議会としてもでき

る限りのサポートはしております。そのほかに就農に向けて相談役というところでありますが、

これについては、現状では設置しておりませんが、今の協力隊員が速やかに就農できるような体

制にしていきたいなと考えているところです。まずは担い手協議会等でサポートを行っていくこ

とになりますが、必要に応じて地域の方にも入っていただきたいなというふうには考えておりま

す。   なお、今の協力隊、新規就農、今の協力隊員の方の就農パターンでの募集は、現状今ちょっと
行っておりませんので、まずは今の協力隊員の方の就農をサポートしていくというふうに考えて

おります。  
委 員 長   町長  
町 長   今、中山委員から担い手対策も含めた農業後継者あるいは農業後継という関係で聞かれたんだ

ろうと思いますけれども、今現在は地域おこし協力隊、厚沢部町で受け入れたのは２４名、今ま

で２４名の方が地域おこし協力隊で厚沢部町においでになっている。そういう中で農業部門に完

全に入って頑張っているというふうな方々は、８人から９人ぐらい農業専門に入ってきた、こう
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いう方々であります。   今言われたように、担い手協議会というのは、町が全額金を出して、この協議会ではフルにこ
の活動をしてほしいということで、今農家の方、それから農協、町、こういう三者一体で今取り

組んでいる最中であります。なおまた、この新規就農の方については、地域においてはそれぞれ

の地域の農業委員さんもおりますし、いろんな方々に相談はできるだろうというふうな思いでお

ります。   また、新聞等で御承知だろうと思いますけれども、来年２２年度から今農林省が予算要求で新
規就農には１，０００万円を支援すると、こういうふうな方向で今農林省が予算要求を上げてお

ります。この１，０００万円支援する中では、今いろいろと話を聞いてみますと、３年間でいろ

いろ活動を続けさせる手段として、この１，０００万円というものをつくる、こういうふうな。

ところが、今この要綱を読んでみますと、この１，０００万円の財源は国が半分、町が半分もっ

てくれと、こういうふうな方向で今新規就農１，０００万円支援事業というものをつくり上げて

いると。これ１週間ぐらい前の新聞で報道されております。こういうことが今予算要求されてい

ますから、これが本格的になりますと、私どももこれに乗って、新規就農希望者が出ましたら、

この担い手協議会とともどもこういう金を使いながら、ぜひ頑張っていただこうかなと、こうい

うふうな方向で考えております。   いずれにしても、新規就農の方が農業を経営するというのは大変なことでございますし、今特
に若い方々がどこで相談したらいいかと、こういうふうな迷いもあると思います。町のほうで

は、そういう方々の相談はきちっと応じるということにしたいと思います。今まで山本さんだと

か、それぞれやっておられる方もおりますから、そういう方々を参考にしながら、ひとつこれか
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らの地域おこし協力隊の方々あるいは農業新規の就農希望者、こういう方々には幅広く受けると

いうふうな、そういう活動を担い手協議会のほうでやっていただこうというふうな考え方でおり

ます。  
委 員 長   １番、中山委員  
中 山 委 員   委員長の許可をちょっといただきたいんですけれども、今急を要するということで、先般委員

長やっている松村議員が相談を受けたということで、今入ってきている第三者継承で入ってきて

いる中館地区に入っている方が大変窮地で、その去就が本当に大変だというようなことで、私は

先般、津野君と農林課長を呼んだ中でちょっと説明をいただいたんですけれども、せっかく来て

くれて、今やめようか、それともどうしようかという、そういうはざまにいるということなの

で、やはりせっかく来てくれて厚沢部町を選んでくれた。そういう中で町長ね、さっき町長が知

っているかどうか分かりませんけれどもと質問したのは、そういう大事な、さっき言った方が今

もう迷っているわけですね、どうしようか。ノイローゼになるぐらいなっているという話ですの

で、やはり早急に手を差し伸べてほしいなと。担い手協議会のほうでもその辺は分かっていると

思うんで、その辺をきちっとやっぱり今回、今決算ですけれども急を要するわけですので、私は

委員長の許可をもらって、町長にその辺の今後の対応を考えてほしいというふうに思うんですけ

れども、その辺はどうですか。農林課長、町長はその辺、聞いていますか、課長から。  
委 員 長   町長  
町 長   そのような具体的な話は聞いておりませんけれども、今課長に確認したら、その案件について

は承知しているというふうなことでありますから、せっかく我が町の農業を目指して来られた方

ですから、いろいろな便宜は図らせているはずですけれども。たしか今、本来住居できないちょ
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っと暮らしの住宅の中に住まいさせておるというふうな、特別な便宜を図らせてあれしてやって

いるわけですから、いろいろとそういう中でどのような苦しみを持っているのか、そういうもの

をよく聞きながら、そしてどういう考え方なのかを、きちっと担当のほうで接触しながら、いい

方向に行かれたいなというふうな思いではおります。  
委 員 長   １番、中山委員  
中 山 委 員   町長、ぜひ早急に対処していただきたい。今の担い手協議会の中できちっとやっぱり対応して

やれば、まだまだ第三者継承で入ってきていただけると。今後もやれるかどうかは、何か話聞く

と非常に難しいかなと思うんですけれども、その辺についての対応、厚沢部町の名誉にかけてや

っていただきたいなというふうに思います。  
委 員 長   そのほか質疑ありませんか。  
委 員 長   ５番、山田委員  
山 田 委 員   ７７ページの上段になるんですが、地域コミュニティ振興事業費１８万６，１００円と、あと

コミュニティ助成事業費３９０万円、これについての概要、内容について教えていただければ。

お願いします。  
委 員 長   住民税務課長  
住 民 税 務 課 長   まず、上段の地域コミュニティ振興事業費についてでございますが、こちら町内会など町内の

団体、こちらの花いっぱい運動などに助成をしておりまして、令和２年度は３団体助成しており

ます。   その下段のコミュニティ助成事業費なんですが、こちらは宝くじを財源とした交付金をいただ
きまして、令和２年度は２団体なんですけれども、１つは祭典用備品、コミュニティ用の備品を
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整備した、もう一つにつきましては防災用備品を購入したということで、こちら私たちも町のほ

うも助成をいただきながら団体を助成するような形で、町内会のコミュニティ活動を活性化させ

るような内容でございます。   以上です。  
委 員 長   ５番、山田委員  
山 田 委 員   それでは、これは町内会、毎年この要請というか、各町内会にお知らせをしているということ

の事業費ですね。  
委 員 長   住民税務課長  
住 民 税 務 課 長   こちら、毎年、まず、地域コミュニティ振興助成費につきましては、例年同じ団体になります

ので、そちらのほうに御案内をすると。コミュニティ助成事業費に関しましては、例えば翌年度

のものは前の年の１０月、９月ぐらいに案内来ますので、そのときに取りまとめしまして、複数

ちょっと助成希望がある場合とかは、団体の皆様方と優先順位つけながら調整して、採択は１団

体になってしまいますので、最終的にはどこか１団体に決定するような段取りとなってございま

す。   以上です。  
委 員 長   ９番、高田委員  
高 田 委 員   さっきのページに戻るんですけれども、８５ページ。新規就農希望者体験費用１９万１，３００

円あるんですけれども、これ誰がどんな状態で、この新規就農体験を希望されたのでしょうか、

まずお願いします。  
委 員 長   農林課長  
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農 林 課 長   新規就農希望者体験費用でありますが、これについては昨年度より取組を開始したものであり

ます。先ほどのお話にもありましたが、新規就農者の定着に向けては、まずは農業はどんなもの

か知っていただくというところから短期、長期の研修を実施すること、研修、農家さんに入って

研修をしていただくということで、去年度からスタートしたものであります。昨年度は２名の方

いらっしゃいまして、その方に対して交通費の助成等を行っているものであります。  
委 員 長   ９番、高田委員  
高 田 委 員   もう少し具体的に、どこのどんな方がどういうふうに体験されたという内容を教えてくださ

い。  
委 員 長   農林課長  
農 林 課 長   １名の方は、今年から協力隊員として来られた方ですね。もう一名の方は、大阪府から来られ

た方でありました。その方は、今年度ちょっとまだ連絡が来ていない状況ではあります。  
委 員 長   ９番、高田委員  
高 田 委 員   今のお話聞くと、１人は今年地域おこしで入ってこられた方ということで、先ほど話された方

なんだろうなという想像いたしますけれども、もう一人の大阪から来られたという方が具体的に

体験したわけですから、次にどうしていこうとしているのか、それともその可能性が非常に薄れ

た方なのか、その辺の判断というのはどうなんですか。  
委 員 長   住民税務課長  
住 民 税 務 課 長   すみません、前任ですけれども、直接短期就農体験に関わった立場として答弁いたします。   まず、農林課長から答弁あった大阪府の方なんですけれども、８月にアスパラ農家さんのほう

に３日間予定していたんですけれども、ちょっと事情がありまして２日間で帰られました。その
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方は、やはりもう夫婦とお子さんいらっしゃって、どこか新規就農できる土地を探しているとい

うことで、まず、うちのほうが候補地ということの扱いで、まず厚沢部町を知りたい、厚沢部町

の農業を知りたいということでいらっしゃいました。その後アプローチはしまして、最終的にど

うしますかというときに、こちらの受入れ農家さんとも御相談した結果、やはりちょっと体験が

短かったのと、繁忙期でなかったのでもう一度ちょっと研修に来てほしいというようなことで、

そういう意見もありましたので相手方にお伝えしております。相手方としては、やはりもうちょ

っと早く就農したいというプランがございますので、もう一度就農体験するようなら、ちょっと

ほかの土地を探したいということで、今後ちょっと厚沢部町の就農に結びつくことはないかなと

考えております。   以上です。  
委 員 長   ほかにありませんか。  
委 員 長   ６番、香川委員  
香 川 委 員   ８３ページの一番下段になります。前にもちょっと伺ったかもしれないんですけれども、あっ

さぶ生き活き魅力創出事業、この概要について説明してください。  
委 員 長   政策推進係長  
政 策 推 進 係 長   あっさぶ生き活き魅力創出事業についての御質問でございますが、こちらにつきましては、素

敵な過疎づくり株式会社に事業のほうを委託しておりまして、内容につきましては、昨年メーク

インレシピコンテストという形で、今まではメークインころっけのコンテストを７回行ってきた

んですが、そこの中で昨年、物ではなくてレシピを募集するという形で第１回という形でレシピ

のコンテストを行っております。また、冬の道駅まつりという形で、コロナ禍という中もありま
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したので、焼き肉等そういったバーベキューはできなかったんですけれども、各３地区会場を分

けて道の駅の花火、また灯篭の設置等、そういったものをいきいきふるさと事業という補助金の

ほうを活用して事業を行った次第です。   以上です。  
委 員 長   ６番、香川委員  
香 川 委 員   ちょっと予算書のほう、ちょっと記憶定かじゃないんですけれども、この事業、例えば継続で

今年度も行われる事業なんでしょうか。  
委 員 長   政策推進係長  
政 策 推 進 係 長   今の御質問ですけれども、今年度令和３年度も同じくメークインレシピコンテスト、また冬の

道駅まつりということで事業計画を立てておりまして、予算化しているところでございます。   以上です。  
委 員 長   ほかにありませんか。（発言する声なし）  
委 員 長   それでは、３款民生費について、９６ページから１１５ページ。  
委 員 長   暫時休憩します。（１１：３３）  
委 員 長   それでは、審議を続行します（１１：３５）  
委 員 長   ３款民生費について、９６ページから１１５ページ。  
委 員 長   ５番、山田委員  
山 田 委 員   ９９ページになるんですが、７番、報償費について、敬老ことぶき商品券３７０万５，０００

円、去年はこの枠の中でこの商品券を出したことによって、この反響、敬老者の反響はどうでし

たか。  
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委 員 長   福祉係長  
福 祉 係 長   敬老ことぶき商品券の反響ということなんですけれども、敬老ことぶき商品券に関しては商工

会のほうからも実績報告のほういただいていまして、換金率としては９７％となっております。

全体の対象者のうち、大体町外の御家族の方や施設の方にお渡しした分が約３％ほどありますの

で、その分を考えますと、十分町内に在住している方には行き渡って、皆さん使用されたのかな

と思っておりますので、反響としては、ちょっと１人当たり３，０００円ということで金額的に

はそんなに多くはないんですけれども、期限内に使用されたというところを考えれば、それなり

の敬老に対する効果はあったのではないかなと担当としては考えております。   以上です。  
委 員 長   ５番、山田委員  
山 田 委 員   結構敬老者の方に聞いても、まだコロナの状態が続いていますので、今年も多分敬老会できな

いと思うんですよ。それで、今後も大変この券喜ばれていますので、今年もやる予定はあるのか

どうかということで、町長でもよろしいので、後に地区協議会もございますので、その辺も併せ

て今年やるかどうかについてもお聞きしたいと思います。  
委 員 長   町長  
町 長   ことぶき商品券ということで、去年初めてこのようなケースをつくったわけでありますけれど

も、コロナ禍の中で集まることができない、そういうことから敬老会は中止と。敬老会の趣旨

は、地域でもって敬老の精神を発揮して、地域が行う事業、それに対して町が一部支援をしてあ

げますと、こういう原則的な考え方がありますから、今回のことぶき券についても、地域ではや

りたいけれども集まることができない、コロナの感染の関係がありますからやれない、こういう
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ことで、これそもそも地域のほうが発想した事業です。ですから、地域では敬老会等祝宴ができ

ないので、こういう形に変えたいというふうなものに対して、町が支援をしたと、こういうこと

ですから、問題は地域のほうでどういう敬老の精神を表すのか。ことぶき商品券が去年みたいな

格好でいいのかどうか、あるいは別なことを考えるか、これは地域がおこしてくる、そういう機

運に町が支援する、こういう考え方ですから、その経緯を知っておいていただいて、今年は町内

会がどういうことを考えるのか。敬老会やろうよというところもあるかもしれませんし、いろい

ろ状況を見ながら対策をしていきたい、こういうふうに思います。  
委 員 長   ５番、山田委員  
山 田 委 員   ぜひ後に地区駐在員協議会もありますので、その辺で皆さん話し合われると思いますので、今

年もぜひ検討していただければと思います。   終わります。  
委 員 長   ７番、上戸委員  
上 戸 委 員   １０３ページになりますけれども、福祉温泉施設管理費の中の需用費のところに燃料費という

ふうなことで９４９万２，１１８円使っていますけれども、今聞くところによりますと、今木質

ペレットだかチップだかを作ってないというふうに聞いていますけれども、この辺の状況は分か

りますでしょうか。  
委 員 長   建設水道課長  
建 設 水 道 課 長   林産協に頼んでいるんですけれども、鶉製材ですか、火事になって、その後チップを作ってな

い、カラマツのチップが作れないということで、その前にまず工場を直して、それで４月ぐらい

から直して稼働したんですけれども、その後もカラマツのほうができてない。それで、先々週、
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放っておくわけにもいかないので、何度か電話とかでやり取りして、うちの農林課のほうで、チ

ップの供給のほうは農林課のほうが担当していますので、農林課のほうと話したんですけれど

も、藤八君と私と２人で要は現地に行かないと話にならない、向こうの社長と話し、専務と。２

週間前に行ってきました、工場見てきました。それで、チップ出せないかという話をしたんです

けれども、機械がやっぱりいろいろトラブルあって直ってないんです、現実的に。それで、カラ

マツのチップは出せないという状況で。カラマツもほとんど引いてない、ほとんどトドとスギを

引いているので、カラマツのチップは出ないということになっております。それで、現状としま

しては、３地区、３温泉のチップは供給されていない。今後ともどうするのかということで組合

のほうに話をもっていってもらって、例えば今考えられるものは、カラマツじゃなくてトドのチ

ップであれば出せるんじゃないかと。ただ、それもそう簡単にちょっと行かないみたいなので、

その辺を検討していただいてということで、町長のほうにもその旨報告して、トドの場合はちょ

っと乾燥率の問題がありますので、簡単にちょっと受け入れるというのはなかなか難しいのもあ

るんですけれども、そういうことでチップが動いてない状況で検討しているところでございま

す。  
委 員 長   ７番、上戸委員  
上 戸 委 員   今説明を聞くと、今すぐチップの供給がされるというふうな状況でないというふうな話ですけ

れども、これによって燃料費が多分高くなっているのかなというふうに思うわけですよね。どの

ぐらいの、例えばチップ使った場合と、今灯油か重油か分かりませんけれども使ったときの燃料

費、どのぐらいの差額が出ているかということはつかんでいますか。  
委 員 長   建設水道課長  
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建 設 水 道 課 長   ４月の段階でチップ止まって、当然今年度どうなるかというのは、もう４月の段階から毎月チ

ェックして。ただ、去年予算取ったときは８０円、灯油のリッター当たり８０円で、共通なんで

すけれども役場内、８０円で予算見ました。ところが、今年度４月からは１００円以上で推移し

ています。そこでもう２０円合わないんですね。   それはいいんですけれども、チップの場合なんですけれども、基本的にチップボイラーを入れ
たときには、まずチップのほうが安いということで灯油と比べてなっています。ただ、それはあ

くまでも灯油が大体８０円、８０円をベースでチップと大体同等なんですよね、計算上は。それ

で、去年も大体そういう感じでやっていて、今現状、上戸委員の心配されている、現状では本来

であれば予算上、チップでなくても８０円の単価でしたら何とか今年度もったんですけれども、

１００円、今下がっても１０５円ぐらいですか、４月からずっと続いていますので、そこでもう

全然ちょっと合わなくなって、今のところ２月、３月になると燃料費が底をつくということで、

町長のほうには相談して、１２月の補正で幾らかそういう事情、チップも使ってない事情もある

んですけれども、そういう形で補正措置しなければならない。ただ、チップボイラーを使わない

ことによって、チップの保守点検料だとか、１００万円ぐらいとかありますので、そういうもの

も流用して燃料費のほうに当てがっていってどうなるかということで、毎月推移して、今の計算

では２月になると５０万円ぐらい足りなくなって、３月になると１５０万円ぐらい足りなくなる

んじゃないかという試算はしております。  
委 員 長   ７番、上戸委員  
上 戸 委 員   ちょっと長く説明してもらってありがたいんですけれども、ポイントを押さえれば、今灯油が

１００円ぐらいしているから、チップ使うよりもいいんだというようなニュアンスに聞こえたん
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ですけれども、それは私が聞こえただけで、実際そういうふうにいっているかどうか分かりませ

んけれども、そのチップの供給について会社と契約書か何か交わしているんですかね。  
委 員 長   建設水道課長  
建 設 水 道 課 長   契約書は、燃料用チップの供給ということで林産協組合のほうと契約はしております。うちの

ほうは、上里温泉には１立米幾ら、それから館の温泉のほうについては、あちらちょっと乾燥チ

ップを使わなければならないので単価違いますけれども、あちらのほうには幾らという形で契約

をしております。そこには供給ができなくなったときのトラブルだとか、そういうものについて

の中身については契約書の中には書いておりません。  
委 員 長   ７番、上戸委員  
上 戸 委 員   一番最初の説明のときに、火災にあって、チップ作る機械もまだ整備なってないと。ですか

ら、もう供給する気がないということだと思うんです、相手は。それで、その部分の契約等の関

係というのはどういうふうになるのか、考えていますか。  
委 員 長   建設水道課長  
建 設 水 道 課 長   相手方のほうは、そういう供給する意思がないということではありません。先々週、直接差し

向えで話して、本当に修理したいんだけれども、修理屋さんとか部品屋さんがどういうあれなの

か、向こうも悩んでいましたけれども、直せないということであります。   あと、先ほどの燃料チップが供給できないことについては不可抗力、火事という不可抗力のこ
ともありますので、それについては火事になった時点で当然そこの会社とじゃなくて契約してい

るのは組合ですので、組合のほうにお話して。例えば組合ですので、４社あれば、鶉さんじゃな

くて違うところで供給できないのか、当然そういうような組合として対応できないのかというよ
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うな協議はしておりますけれども、なかなか現実的にはやっぱり難しいというようなことで回答

出ております。  
委 員 長   ７番、上戸委員  
上 戸 委 員   要するに相手の会社が機械をまだ修理してないから、チップも供給できないと。要するに金か

かるんでしょう、恐らくチップの機械を直すとしたらかなりね。どのぐらいかかるのか分かりま

せんけれども。そういうものと契約書を交わしている状況と、それからうちのほうで今灯油とチ

ップと価格比べてどういうふうになるのかと。もし、チップを作る機械が高額で直せないという

ことであれば、何か補助事業でも探してそういうものを投入させるだとか、そういうことだと

か、もう少し考えてやってほしいなというふうに思うんですけれども、どうなんでしょうね。  
委 員 長   建設水道課長  
建 設 水 道 課 長   鶉製材さんは、火事になった時点ですぐその機械を修繕するということで手配はしたみたいで

す。それで、４月の今年度になった時点でも確認して、もう少しで入ってくると、もう１か月も

かからないで直るというようなことの回答を得ていて、それが６月、７月になっても、いやまだ

修理は来ないと。早く言えば、２か月に１回はこちらから問合せで、どうなっています、どうな

っていますと、その機械直りましたかということは確認しております。   それから、当然、うちはチップボイラー、うずら温泉のこともありますので、供給のほうは、
先ほど言ったとおり農林課のほうが窓口でやっていただいて、我々は来たチップを炊くだけなん

ですけれども、先ほど今、上戸委員が言われたとおり、灯油に替えて金どうなんだという話で、

我々も供給のほうに任せておくわけにはいかないので、実際私のほうで現地に行って専務と話し

て何とかお話はしているんですけれども、うずら温泉のこともありますので、町全体としてどう
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いうふうになるのかというのは、もちろん上のほうに相談して答えをもらっているところであり

ます。  
委 員 長   ７番、上戸委員  
上 戸 委 員   先ほどから建設のほうで、使うほうで説明していて、供給は農林課だ農林課だと言っています

けれども、農林課長、どういうふうに考えていますか。  
委 員 長   農林課長  
農 林 課 長   木材のチップ供給でありますが、町でやっているものは単価契約となっていると思っておりま

す。立米当たり幾らという単価、町単価を定めて、各施設で購入されているのかなと思っており

ます。その原料となるチップでありますが、その木材については民有林ですとか、民間事業者さ

んが製材するときに発生する発生材等を原料としてチップに加工されているものでありまして、

直接は農林課でそのチップ生産に向けた何か支援を行っているわけではなくて、あくまでも民間

事業者さんが製材される際に発生するものをチップとして販売されているというところでありま

す。なので、ちょっと流通までは関与していません。   なお、業者さん、今チップを破砕する機械が壊れているというところでありまして、それでト
ドマツが引けないという状況であります。これについては、もし何か困って事業活用だとかとい

う相談がありましたら、農林課としては積極的に支援をしていきたいというふうには考えており

ます。  
委 員 長   ７番、上戸委員  
上 戸 委 員   言っても相手あることだから、簡単に、はい、分かりましたというふうなわけにもなかなかい

かない案件だと思いますけれども、なるべくチップを買うという契約しているわけだから、その
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契約どおりに全てならないかも分からないけれども、やるような努力をお願いしたいというふう

に思います。  
委 員 長   町長  
町 長   今、上戸委員言われるように、厚沢部町の温泉については、全て今までチップに頼ってきたわ

けですから、これは林産協同組合という団体との契約の中で今までしてきました。先ほどから課

長申し上げているように、災害によってチップの機械が使えなくなった。これ、私が聞いている

範囲では、今年の春早々に直るんだろういというふうな情報を聞いておりました、担当のほうか

ら。ところが、なかなか今でも整備ができないというふうな状況。ものがカラマツだとか堅い木

のほうのチップカッターだそうですから。今トドのほうはできるんだというふうなことだな。そ

ういうことですから、これいつまでも油売っているわけにいきません。したがって、早いうちに

トドのチップでも構わないからやって、どのぐらい効率が悪くなるかは分かりませんけれども、

とにかく油に替えてトドを試して、その結果によって物を考えようと、こういうふうなことで指

示をしてあります。ですから、今カラマツが町内無理だとすれば、まずトドで二、三か月状況を

見ながらトドで続けていけるのか、こういうことを今きちっと観察してから最終的な考え方をし

なければならんと。   今のケースでいきますと、油燃料は膨大な補正になります。ですから、この対策というもの
は、例えば温泉を２日休みにする、３日休みにするとか、いろいろな手だてを考えなければなら

なくなります。そういう中で、当面はトドマツのチップでどのぐらいカロリーが下がるのか分か

りませんけれども、データを出してみろ、こういうことで今進めておりますから、なるべく温泉

は止めたくないという考え方を持っています。持っていますけれども、今の状況からいくと、建



－５０－ 
設水道課長が話したように、油のほうではかなりな現予算では到底賄い切れないというふうな状

況になると思いますので、対策としていろいろな手段を取ってみると、こういうことでございま

す。いい結果が出ればいいなというふうに思っています。取りあえずはそういう状況にあるとい

うことを理解していただきたい。  
委 員 長   建設水道課長  
建 設 水 道 課 長   町長からの指示のとおり、トドマツで頼むと言っているんですけれども、また１週間ぐらい前

に電話来て、もうちょっと待ってくれと。現地にはトドマツのチップはいっぱいあるんですけれ

ども、出しづらいというんだか、ちょっと待ってくれということで、またちょっと待っているよ

うな状況にあります。  
委 員 長   審議の途中ですが、休憩して昼食といたします。午後は、１時から再開いたします。（１１：

５８）  
委 員 長   午前中に引き続き会議を開きます。（１３：００）  
委 員 長   審議を続行いたします。  
委 員 長   ３款民生費について、９６ページから１１５ページ。  
委 員 長   １番、中山委員  
中 山 委 員   ９７ページになるんですけれども、町長、我々認識しているのは、社会福祉協議会に対する運

営費ですけれども、７８０万円ほどやっているわけですけれども、今までは我々も人件費という

ことで捉えていたんですけれども、それに間違いないのか。それと、今昨年度の福祉協議会の収

支はどのようになっているのか、それについてまずお聞きしたいと思います。  
委 員 長   保健福祉課長  



－５１－ 
保 健 福 祉 課 長   ここの運営費７８０万円は、通常今までどおりの人件費に間違いありません。   ちょっと社協の収支の資料を手元に持ってなくて、今すぐに答えられないんですけれども。申

し訳ありません、後ほどお知らせしたいと思います。  
委 員 長   １番、中山委員  
中 山 委 員   それで、何か一説我々聞いたのは、昨年度においてはプラスというようなことで、たしか黒字

になったという話を聞いたんですけれども、実際、素敵な過疎があそこに入ってやっているわけ

です。在宅のほうというようなことで確認していますけれども。そういう中で、いつまで社会福

祉協議会に対して素敵な過疎がその任を務めるのか。福祉協議会だけでやれないものかというこ

となんですよ。ですから、素敵な過疎は素敵な過疎のいろんなほかの業務があるわけですので、

ましてや道の駅が今新しくなればなったで大変な業務が増えると思うので、その辺についての素

敵な過疎がいつまでその任を担うのか、その辺についてお聞きしたいと思います。  
委 員 長   町長  
町 長   今、社会福祉協議会と素敵な過疎づくり株式会社と、仕事の中は関係ありません。恐らく今の

上里につくった社会福祉施設、要するにこれは会社の中の一つになっているわけです、会社の中

での運営になっていますから。これは、御存じのとおり、檜山介護が手放した高齢者を要するに

素敵な過疎会社がそのまま抱き込んで今運営しているという、こういう形ですから、社会福祉協

議会とは全く関係ない、あの部門についてはね。   ただ、社会福祉協議会については、昔法人化にしたときたまたま私が担当だったものですから
福祉協議会の中身については十分承知しているつもりですし、今、社会福祉協議会というのはそ

もそも本来の福祉事業体とそれから今の営業体と２つに分けて、体系も分けて、この分けている
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中身というのは町からの委託事業で受けているという、福祉協議会ね、本来社会福祉協議会の業

務じゃない。ただ、町から例のごとく福祉事業が１３項目の町が実施するのに、これをその大半

が福祉協議会に委託をしている、こういう格好なものですから、福祉協議会のほうでは町の委託

事業と本来自分たちの事業２つを今社協がやっている。   そういう中で、当時法人化するときに事務職員がどうしても必要であるという中の考え方か
ら、当時は今一番古くなっていますけれども、彼女が最初からの福祉協議会の事務職員で雇用さ

れたと。いまだにおりますけれども、あと二、三年かな、もう間もなく定年退職になる職員です

けれども、その職員がずっと今まで社協の事務をお世話していただいたと、こういうことであり

ます。ですから、社協そのものは、今町の委託事業と社協の本来の仕事をしておりますし、今言

われるように社協のほうから町の委託事業を外すということになりますと、これ人件費等にも大

きな影響がいくわけです、その事業の中で賄っているものが大半ですから。だから、そういう中

で、今社協からその委託事業を外すのはどうかなと思うところと、逆に今、素敵な過疎のほうで

持っている高齢者をお世話している、これをいつまで続けるかということ、これ今、中山委員が

言われるようにいささか問題があります。   ですから、本来から言ったら、檜山介護で離したこの事業そのものは、社協の事業と一緒の中
でやれれば一番いい、介護の関係ですからね。だけど、今の体制の中では社協の中ではできない

でしょうから、そういう中で今おいおい民間の経営者でもそういう事業で入ってきたら、そちら

に委託するという方法もあるし、いろいろ改善の方法はあるんですけれども、今当面はこの介護

の関係も素敵な過疎で受け持つより方法はないだろうということでやらせております。確かに、

これは今の介護制度もうかる事業ではありません。高齢者を要するに労わる事業でありますか
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ら、介護保険料でペイするなんて考え方になりません。そういう中で、あえて会社に分担してい

ると、こういうのが現状です。  
委 員 長   ほかにありませんか。  
委 員 長   ６番、香川委員  
香 川 委 員   ９９ページの一番上段になります、扶助費の中の高齢者冬期生活支援事業給付費についてお聞

きしたいと思います。たしか私の記憶違いでなければ、高齢者などの住宅に係る、例えば冬期の

ストーブの灯油代などにこの給付費が給付されたと私は記憶しているんですけれども、その概要

を説明してください。  
委 員 長   福祉係長  
福 祉 係 長   高齢者冬期生活支援事業の概要についてお話しします。６５歳以上の者のみで構成する世帯か

つ非課税の世帯と、あとは重度心身障害者医療費の助成を受けている世帯及びひとり親の受給者

証の助成を受けている世帯で、全て非課税の世帯が対象となっており、冬期に係る灯油代、電気

暖房であればその電気代、まきなどを使っていればまき代といったものの領収書や納品書のよう

な書類を確認させていただいて、１世帯当たり１万円の助成をするという事業でございます。   以上です。  
委 員 長   香川委員  
香 川 委 員   概要のほう分かりました。それで、結局不用額として３６万円出ているんですけれども、要

因。例えば、周知の方法などはどのようになっているんでしょうか。  
委 員 長   福祉係長  
福 祉 係 長   周知に関しては、町内回覧ですとか、あとは広報ですね。あとは、３地区、館地区、鶉地区も
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センターのほうに出張窓口など行っていまして、主に１１月から１月いっぱいまでの受付をして

おります。   この不用額というのは、どうしても３月補正に間に合わせるには１月の中ぐらいに補正のほう
を考えますので、まだ受付期間中なんですね。そういった部分では、ある程度の実績と、あとそ

れからの見込みの部分もありますので、そういった余裕を持たせての予算の積算になりますの

で、ちょっとこのような不用額というのはどうしても出てしまうという状況です。   以上です。  
委 員 長   ６番、香川委員  
香 川 委 員   私見る限り、すごくいい事業だと思うんですけれども、対象者の方はほとんどこれ受給されて

いるような感じなんですか。  
委 員 長   福祉係長  
福 祉 係 長   課税状況というのは、申請されてからでないと私どもの係では確認することができませんの

で、例えば非課税の方にこちらから声をかけるというようなことはできないんですけれども、広

く該当になるかどうか分からないんだけれどもというような形で来た方に関しては、申請をして

みて該当になればいいですねというような形で、全て一度申請はしてもらう形になります。その

結果、課税状況や世帯状況を確認して非該当になる方はいらっしゃるんですけれども、なるべく

あとは広く申請していただけるように、地区の民生委員さんですとかにそのような対象の世帯と

かにも声をかけていただいて、あとは、町の高齢者生活支援事業のヘルパーさんですとか外出支

援サービスなどを利用して申請していただけるような形で、みんなで声をかけて漏れることがな

いような形で対策をして事業のほうを進めていっております。  
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 以上です。  

委 員 長   ほかにありませんか。（発言する声なし）  
委 員 長   それでは、４款衛生費について、１１４から１２５ページ。  
委 員 長   暫時ちょっと休憩します。（１３：１３）  
委 員 長   審議を続行します。（１３：１３）  
委 員 長   衛生費について、１１４ページから１２５ページ。  
委 員 長   ８番、浜塚委員  
浜 塚 委 員   １１５ページです。脳疾患搬送特別支援６４０万円になっていますが、去年は４４０万円とい

う額だったと思うんですが、２００万円ほど増になっていますが、この要因、原因は何でしょ

う、どんなことですか。  
委 員 長   健康増進係長  
健 康 増 進 係 長   説明させていただきます。計画は４４０万円で２００万円増えた理由ですが、老朽化した救急

車を購入したため４町での分担金がありまして、その部分２００万円が増えて６４０万円になっ

ております。   以上です。  
委 員 長   ８番、浜塚委員  
浜 塚 委 員   そういうことですか。また私は搬送人数、救急車の出動回数が多くなって、そのため増えたの

かなという、そういうふうな思いがしたものですから、分かりました、はい。  
委 員 長   ほかにありませんか。  
委 員 長   ７番、上戸委員  
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上 戸 委 員   １１１ページになりますけれども、認定こども園の運営費の中の委託料のところで、１１１ペ

ージ、終わっている。ああ、今衛生費か。  
委 員 長   終わりました。あとで最後にやります。  
委 員 長   ほかにございませんか。  
委 員 長   ７番、上戸委員  
上 戸 委 員   すみません、ページ間違えました、１１７ページです。ここに１８番の負担金、補助及び交付

金のところで食生活改善協議会補助金とあるんですけれども、これはどこにあって、どういう活

動をしているところに対する。  
委 員 長   保健福祉課長  
保 健 福 祉 課 長   食生活改善協議会という組織が厚沢部町の中では活動していまして、町内のいろいろな地区か

ら会員が募って、この食生活改善協議会というものを動かしています。いろいろな活動をしてい

まして、食に関する調理実習をしたり、地域に入っていろいろな高齢者に指導をしたりだとか、

うちの事務局、管理栄養士が中心になりましてこの組織を動かしております。今までですといろ

いろなイベントの食事の準備だとか、そういうところのボランティアとして入っていったり、あ

とは学校に入って子どもと食育について一緒に活動したりとか、いろいろな活動をしている組織

でありまして、ちょっと会員は最近少し少なめにはなってきていますが、活発に活動している組

織であります。そこの組織に対しての補助金ということで、町から１６万円入っております。  
委 員 長   ほかにありませんか。（発言する声なし）  
委 員 長   ないようですので、５款労働費について、１２４ページから１２５ページ。ありませんか、労

働費について。（発言する声なし）  
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委 員 長   ないようですので、６款農林水産業費について、１２６ページから１４３ページ。  
委 員 長   ７番、上戸委員  
上 戸 委 員   １２９ページになりますけれども、この中で委託料７５万９，０００円支出していますけれど

も、これは毎年中山間地域等直接支払交付金、変更計画書の作成の委託料ということで支出して

いますけれども、これは役場の庁内で作成することはできないものなんでしょうか。  
委 員 長   農林課長  
農 林 課 長   この中山間直接支払の変更計画作成委託料でありますが、現在昨年度より中山間の対策事業第

５期目ということで新たな対策を切ったところであります。それに対しまして中山間地域の傾斜

地の把握ですとか、そういったものを再度対策期間ごとに精査する必要がありまして、実はこれ

平成１３年に傾斜地等１回測っているんですけれども、その計測データを基にもう一度確認をさ

れた委託となっております。なので、航空写真を使って傾斜判定ですとか、また、対象農地の洗

い出し、そういったものに当初計画を作成しました業者さんの力を借りて第５期目の計画を策定

するための委託料となっておりまして、もちろん町でできる部分は業者にお出しして、最終的に

は委託の中で完成させたという形になっております。  
委 員 長   ７番、上戸委員  
上 戸 委 員   よく分からないんですけれども、そしたら毎年同じ名目で、同じこの変更計画書というのを出

すというのは、どういうことなんですかね。１回だせば、変更すれば。  
委 員 長   農林課長  
農 林 課 長   中山間対象農地の毎年委託というのは、額の大小はありますがやっております。例年実施して

おりますのは、対象農地と耕作者の移動等ありまして、それに伴う図面作成が必要となっており
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まして、その図面の作成委託に毎年出しているところであります。なので、なかなか図面の作成

となりますと、業者さんの力を借りてやっている部分もありまして、委託として実施していると

ころです。  
委 員 長   ほかにありませんか。  
委 員 長   １番、中山委員  
中 山 委 員   ページ数で言うと１３６ページの農業活性化センターの運営費についてお聞きしたいと思いま

す。ここに報告があるんですけれども、行政報告書の中に資材の試験、それからニンニクの栽培

方法の検討試験、それと堆肥の施用効果試験というふうにあるんですけれども、この結果はどう

だったのか、ちょっとお聞きしたいなと思います。  
委 員 長   農林課長  
農 林 課 長   活性化センターの試験結果についてでありますが、活性化センター、４課題、昨年度試験を実

施しております。馬鈴薯ですとか、カボチャ、ニンニク、キャベツ、そういったものを実施して

いるところであります。   これについては、カボチャであれば生分解マルチの効果、確認試験ということで実施しており
まして、昨年度はまだ試作段階の生分解マルチ、それの５パターンの評価を実施しているところ

であります。これについては、まだ商品化されてない資材ではありますが、その中で効果が確認

できるもの等をカボチャの試験を通じて実施しております。   農家さんへの普及というところでありますが、資材の試験に当たっては、まだ商品化されてな
い部分もあるんですけれども、今後全道的な試験ですとか業者さんの試験の中で、厚沢部町では

こういったマルチが結果よかったですよという報告はさせていただいておりまして、それが商品
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化なったときには、また町のほう、資材系の提案もあろうかというふうに思っております。   また、あとはメークインとかの試験も実施しております。これについては肥料系の試験を実施
して、生育収量への効果を確認したところであります。これについても、この試験結果について

は農協さん通して試験の報告をさせていただいているところかとは思いますが、これは、活性化

センターの試験結果はこうでしたよというところは御報告させていただいておりますので、これ

を参考に営農に役立てていただければというところであります。   また、例年実施しております堆肥施用による減肥効果確認試験、これについては継続して実施
しているところであります。堆肥の例年施用で堆肥減肥だとか、堆肥が及ぼす土づくりへの効果

ですとかというものを長期の視点でやっているものであります。これについても、今後、ある程

度データの蓄積もされてきておりますので、もともとは畜産業者さんのために実施した試験がス

タートでありますが、堆肥の有効活用に向けて堆肥の補助と併せて広く普及していきたいと、あ

る程度データも蓄積しましたので、こういう結果ですよというのはお示ししていきたいなという

ふうに考えております。   もう一点、ニンニクを実施しておりました。ニンニクについては、リン酸の増肥及び緩効性肥
料の増収効果を確認しているところであります。これについても、ニンニクについては試験デー

タの蓄積というところで、なかなかちょっと町内でまだニンニク普及しておりませんが、こうい

った試験の結果を蓄積した上で振興につなげていけるものかどうか考えてまいりたいというふう

に思っております。  
委 員 長   １番、中山委員  
中 山 委 員   まず、１つとして、今課長の説明の中で、これを普及させたいというものが一つもないという
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のは非常に残念な結果で、もう何年も同じように試験やっているわけですから、きちっとしたも

う方針が出されてもいいんじゃないかなというふうに思うんですけれども。   まず１つとして、生分解のカボチャに使っているマルチ、今厚沢部町のカボチャの面積という
のは非常に多くなっています。これは、本当にこの生分解性マルチが安くてこれがいいよという

ようなことを勧めてもらえれば、かなりの経費節減になるんでないかなと。やはり農家にしてみ

れば、安い生分解マルチが使えれば非常に農家としては助かるわけですので、その辺については

早急にこういう資材がいいんじゃないかというようなことをきちっとやっぱり方針を出すべき。

毎年同じように試験やって結果が出ないというのは、大変残念な結果だと思います。   飼料についても、飼料効果がはっきり出ていると思うんですけれども、その辺についての結果
というのは何となく農家には伝わっておりません。   ニンニクですけれども、これは町長が自ら厚沢部町にニンニクやりたいというようなことでや
っている試験、栽培検討なんですけれども、これもあんまりどこへ行ってしまったのか、ニンニ

クが見えないと。町内の中には赤沼の阿部さん、新規就農でやっている阿部さんがこのニンニク

に今取り組んでいます。大変結果的にはいい方向に進んでいるみたいです。ただ、大農家とか中

農家でも、なかなかこれに取り組むというのは非常に難しいのかなというふうに見ています。ぜ

ひ一回、課長、阿部さんのところに取材に行ってみてください。ニンニクを今一生懸命やってい

ますので。その結果、果たして厚沢部町に合うのかどうかというようなことをきちっとやっぱり

確認していただきたいと思います。   それと、堆肥の減肥効果ですけれども、堆肥についてはもう効果というのは大体みんな分かっ
ているんですよ。ただ、高価なことと散布量、これがネックになってなかなか農家は取り組めな
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いという結果があるわけですから、その辺の対応をどうするかというほうが私はいいんじゃない

かなと思うんですけれども、それについて課長、もう一度説明していただきたいと思います。  
委 員 長   農林課長  
農 林 課 長   まずは、ニンニクについてでありますが、町内で作付をやられている方もいらっしゃいますの

で、勉強させていただきたいなというふうに思っております。また、活性化センターとつなげて

何かできるものがないか、検討してまいりたいと思います。   あと、堆肥なんですけれども、町としましては過去から結構長い期間、地力増進対策事業とし
まして堆肥の購入助成はやっております。散布に当たりましては、散布がなかなか小規模農家さ

んではできないというようなお話でありますが、現時点ではそっちのほうは農林課としては今考

えてないところではあります。振興公社が堆肥散布やっておりますが、これについては農家さん

が散布をするための機械を持って自分で散布するということではなくて、受託作業の中で安価で

散布ができるような組織として設立したものでもありますので、極力そちらの振興公社の散布料

が高い安いあろうかとは思いますが、そういった極力農家さんの負担を下げるというような組織

でもありますので、そちらのほうを御活用いただいて地力の増進に努めていただければというふ

うに考えております。  
委 員 長   １番、中山委員  
中 山 委 員   課長、ぜひ今言ったようなことで進めて、早急に進めてほしいなというふうに思います。   それで、町長は今の活性化センターと振興公社の在り方、組織として我々が例えば作業を頼む

にしても、活性化センターの組織と振興公社の組織、これが何か入り混じった中で今あそこに存

在しているわけですので、その辺についてのきちっとしたやっぱり役割分担、それをきちっとす
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べきではないかなと思うんです。我々例えば作業を持ち込むにしても、振興公社に頼むんだけれ

ども活性化センターにお願いするというような、どっちに頼んだらいいか分からないような状況

で何となく組織がごちゃ混ぜになってしまって、今役場からは１人の出向だと思うんですけれど

も、前は２人いたと思うんですけれども今は１人ということなので、その辺の在り方もどうなの

かなというふうに思いますので、その辺の今後の活性化センターの在り方について、町長の考え

をお聞きしたいと思います。  
委 員 長   町長  
町 長   活性化センターと振興公社は全く別物でございます。農業振興公社については、あれは有限会

社振興公社という別な会社の組織で、活性化センターそのものは、先にこれからの厚沢部町の農

業の先達的な役割を果たすといつ意味で研修センターとしてつくったもので、活性化センターは

今残念ながら専門の技術屋がいないという、今活性化センターの主なる役割の中では、試験とい

うものにあまり専門的な知識を持ち込めない、こういう状態であります。ただ、冬期間の土壌診

断は、これは町内でも道南でも大野の土壌診断とここよりありませんから、だから厚沢部町の農

家については活性化センターで土壌診断すると。そういう中で経営も区切りもはっきりしていま

す。   ただ、今は事務所そのものは活性化センターの事務所なんですけれども、何か公社のほうには
満杯に入っているというような状況の中で、どっちが運営しているんだというふうな誤解を招く

ような状態にはなっているようですけれども、実際は活性化センターの事務所であり、土壌診断

の場所である、こういうふうなことで今も位置づけされております。ただ、公社のメンバーもあ

の事務室を活用しているということは確かでありまして、公社はあくまでも受託作業が公社の作
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業ですから、したがって、農家の方々も作業委託について公社が受ける、こういうことになりま

す。   いずれにしても今後とも、公社は農協そのものの位置づけが合併して大きくなった関係上、厚
沢部町だけの公社ということにはならなくなってきているというのが実態だろうと思います。そ

ういう中で、これからも公社の位置づけというものをきっちりしなければ、農協さんのほうでも

大変困るんだろうと、こういうふうに思います。   活性化センターについては、町と農協が出資をしてやっている試験場ですから、こういうこと
で一方がやめるというふうな考え方にはならない。何とか早いうちに農業技術者をきちっとつか

まえて、あそこで専門的な試験をやっていただく。町内ばかりでなくて、これは改良普及所だと

かの試験も今まで共同でやっている試験があるわけで、そういうもののデータも町内で活用した

いと、こういうことであそこを利用させているわけですから、そういう大きくデータを取りなが

ら厚沢部町の農業に生かしていく、こういう作戦の中で進めているわけです。   それが一時大変成功裏に進んでいた活性化センターですけれども、今やはり農業指導者が、あ
そこに技術指導者がいないという、二、三年前からもう技術士さんがいないというふうな状況

で、役場の事務職員と農協の職員が今当面できるものだけ進めていると、こういうことでありま

す。   いろいろとあの活性化センターには夢もあって、当時は農協と町が出資してつくった活性化セ
ンターであります。先ほど指摘ありました六片のあれも、試験はもう３年、４年ぐらいしていま

すけれども、段階的に試験のデータは出ているようです。ですから、そういう中で肥料は何がい

いのか、こういうものは試験データがもう既に出て、厚沢部町でもニンニクはオーケーよと、こ
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ういうふうな結果が出ているようですけれども、あまり農家のほうには普及させていない。特に

これからの厚沢部町の農業というのは、あんまり作目を多くすると農家が逆に大変になるだろう

というふうな考え方もあって、作目を増やさないよう、いずれにしても寒地ニンニクというもの

をどういうふうな肥料でどういう栽培方法がいいのか、こういうもののデータはつくっておくと

いうふうなことで今やっています。ただ、非常に今弱体化しております。そういう中で、早い機

会に技術専門屋を確保しながら、再度また活性化センターの使命を果たしていきたい、こういう

ふうに考えるところであります。   それから、もう一つ、中山委員から堆肥の話がありました。堆肥は、厚沢部町はこれも古くか
ら農家の堆肥については緑肥から始まって、厚沢部町の堆肥というのが、農業が、ここ２０年以

上前から動いたものです。堆肥につきましては、当初農家の方々に堆肥の作れない方々に買って

いただこうと、厚沢部町では当時は３牛舎がありました、当時は。富里の木村さん、当路の斉藤

さん、下の下川部さんと、牛舎を大きくして、そこで堆肥づくりをして農家にそれぞれ売ってい

ただくと、こういうことで今から厚沢部町はもう大分たちますけれども、ただ、最初やったとき

はやはり問題がありました。我々も堆肥はなるべく多く農家の方に使いなさいと、こういう指導

をしながら、有料だったんですけれども補助を出して使わせると。ところが、やっぱり堆肥は当

時は多く買う人と買えない人が出た。多く買う人はやはり面積の大きい、そして、２年、３年、

完熟を待つというふうな考え方の人がどんと買って自分の圃場に堆肥をすると、こういうふうな

傾向が出まして、買いたくても買えない人、それから買って２年、３年堆肥を堆積させる人、こ

ういうふうな人が出まして、これは規制をせざるを得ないということで、今の量と金は制限した

わけです。これ、制限したのは小さい農家でも買えるようにと、こういう配慮の中で進めたわけ
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ですから、これは今農業基盤も大きくなりましたから、この量というのもある程度変えなければ

いけないだろうというふうには思います。ですから、最大限どのぐらいの量まで伸ばせば良いの

か、いろいろとこれからの検討事項になります。   そして、特に今厚沢部町は下駄履き事業をやっておりまして、小麦の生産が膨大な面積になり
ました。この小麦が今国の補助事業が解けた時には一斉に恐らく小麦がなくなる。このなくなっ

たときに次の作目をどう考えるのか、こういう段階は必ず来ます。したがって、そういうときに

合わせながら、土づくりをしながら、今からそういう体制になったときには自分の農業をこうす

るというふうなはっきりとしたうちのほうの農に生きるの計画がありますように、ああいう作物

の分類の中で今から検討しておいていただきたい、こういうふうに思うところであります。   あと何年、この小麦の国の生産体制、言うなれば今の下駄事業ですけれども、これが続くかと
いうのは、先がどんどんどんどん短くなってきた。恐らくは、今総理の話題にもなっていますか

ら、だから、うちはこの小麦は多いのでそういう対策も今から考えていかなければいけない、こ

ういうふうに思っております。  
委 員 長   １番、中山委員  
中 山 委 員   そこで、町長、要望なんですけれども、１つは振興公社の窓口をきちっとやっぱり決めてほし

いということが１つと、もう一つは、新規就農で来ている若い人方がアスパラをやりたいという

のがほとんど希望です。町長も前から言っていたけれども、アスパラの栽培ハウスを研修でき

る、研修生が研修できるようなハウスを何とか建てた中で、実際にそこで研修生が研修するとい

うような、あそこに場所を造っていただきたい、そこで研修させると。それから、地域協力隊と

いうような形の中でも結構ですので、そこを起点にしてまず勉強した中で、実際今度は自分で取
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り組むというような方向性を組めば、２年、３年そこで研修できるわけですから、そして地域就

農に入るというようなシステムにしたほうが、私は来る方が希望を持ってやれるんじゃないか

と。あの平取町に行ったときには、町の試験のハウスで研修生が自分のハウスとして研修する

と。その後、新たに自分のハウスを建てた中で農家をやると。そういう方向性で厚沢部町もやっ

ぱり私はやるべきでないかなと。今来て、アスパラのある農家にというようなことでは、なかな

か大変だと思うので、振興公社または活性化センターの中でそういう形態でやれるようにしてほ

しいなというふうに思います。そして、冬場、例えば伏せ込みアスパラもやれるような、そうい

うふうな方向で進めるべきでないかなと思うんですけれども、その辺の考え方あったら教えてい

ただきたいと思います。  
委 員 長   町長  
町 長   今、中山委員が言われるように、これからの厚沢部町の大きな問題なんです、それがね。これ

からとにかくどう農業を考えるのかというときに、そもそも活性化センターの前のハウスという

のは、全部活性化センターのものなんです。当時はいろいろな苗をあそこで作るという考え方

の、そして新規就農の方々もあそこで学んで新規就農農家に入っていくと、こういう基本的な考

え方は全部あそこなんです。   ただ、最近見ますと、振興公社が研修センターのハウスを全て独占しているみたいな状況にな
っているのが、今どっちのものだか訳が分からないというのは、そこから来るんだろうと思う。

実は、あそこにあるハウス群というのは、全部そういう意図の中で、試験栽培をしながら、苗か

ら畑に移すまで全部そういうものが研修できるように、そして素人の農家でもやれるように、そ

ういうことを進めようと、それから、伏せ込みアスパラについては、全国にないアスパラを当時
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は６軒、厚沢部町は６軒の農家がそれぞれ伏せ込みをしたわけです。これがいまだに全道、全国

の中でも冬期間のアスパラというのは、１２月、１月、２月、３月、４月の半ばまで、この５か

月半というのは、全国で日本のアスパラは厚沢部町のアスパラよりないという、これがそもそも

厚沢部町の農業を伸ばす手段としてやった部分であります。   ですから、今新規就農で入る方々も希望によってはアスパラ、あるいは冬場の伏せ込み、こう
いうものをやるとすれば、幾らでも受入れながら活性化センターが協力しながらやれるというの

が、今でもそういう状況になっているわけですから、ぜひそういう新規就農の方々には、これか

ら来年から恐らく１，０００万円の支援ができるんだろうと思いますから、そういうものを活用

しながら、ぜひハウス分を作る。そして、やがて今の太陽光なりダムの水力なり熱源ができます

と、これは各地域にハウス団地は当然できますので、よそより強い農業が冬でもできると、こう

いう体制に変わるので、そういう方向を活性化センターに求めてほしいと、こういうふうに思い

ます。   いずれにしても農家の方が使いやすいように、そしてやりやすいように、活性化センターです
から、研究施設ですから、どんどんどんどん手助けをできるように進めていきたい、こういうふ

うに考えています。当面は普及員のやめた方々でもつかみながら、あそこで農業技術者をまずつ

かむということが先決だろうと思いますから、そういうことも含めてあそこの強い位置づけをし

たい、こういうふうに思っております。  
委 員 長   １番、中山委員  
中 山 委 員   もう一つ、町長、今の振興公社の面々もかなり高齢化しております。やはりそういう意味で

は、振興公社の職員の養成というのも私は力を入れていかないと、だんだん高齢化になってき
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て、あそこでやれないような状況になってくるんじゃないかと心配しています。そういう中で

は、やはりそういう若い農家の青年を教育するような感じでやっぱり振興公社の職員も研修させ

て、よりよい技術をマスターできるような、そういうふうな方向でやっぱり進めていかないと、

振興公社自体が停滞してしまうんでないかなと心配しています。   そういう中で、一つ心配しているのは、道路なんかでも走られているのを見ると、あの大きい
麦の播種機なんかは道路いっぱいいっぱいですよ、非常に危険です。あれをやっぱり何とか移動

する手段として、例えば運搬車で運ぶとか、そういう方向にこれからなっていくんでないかなと

思うんですよ。それが、本当に道路いっぱいいっぱい走られて、自走して歩いているわけですか

ら、これはやっぱり町としてはその辺の運搬の方法も考えてやるべきでないかなというふうに思

いますので、ぜひ検討してみていただきたいなと思います。  
委 員 長   町長  
町 長   公社は、先ほども言いましたように別会社でありますから、そういう中で公社の方々、職員の

方々、やはり最初からの方もおりますし、だんだん高齢化してきていることはたしかだろうと。

いずれにせよ、若いうちに公社の職員はオペレーターとして全部ヘリコプターから何から高額な

経費をかけて全部免許を取らせて、そういう中で大事に公社の中で覚えてもらわなければならな

い職員ばかりです。ですけれども、やはり高齢には勝てないということで、若い人も順次入替え

していかなければならない組織であります。私も今農協の組合長変わりましたけれども、前の前

の組合長との約束事に、あそこの職員は全部農協職員という位置づけをした。そして、やがて公

社がなくなったときには、全て農協が引き受ける、こういう約束事がある職員ばかりです。です

から、あそこも最初から本採用という制度を取っておらなかったというのも、農協の組合長のた



－６９－ 
っての願いで本採用にする、その代わり後々の職員は農協の職員として引き受ける、こういう約

束事で今あそこの職員がいるということですから。いずれにしても若いオペレーターを持ちなが

ら進めていかなければいけない組織ですから、これはあの会社の理事さん方は十分考えていると

思いますので、その辺も今度の役員会あたりに、うちから副町長が役員で行っていますから提案

させると、こういう考え方でいきたいなと思います。  
委 員 長   ほかにありませんか。  
委 員 長   ７番、上戸委員  
上 戸 委 員   １３５ページです。鶉ダムの管理費の中で７番の報償費で３６万８，０００円、草刈り労務報

償費となっております。次のページ、１３７ページになりますけれども、委託料の中にダム施設

草刈り業務２４万７，０００円支出出していますけれども、これは関連するものの支出なんです

か、どうなんですか、別々なんですか。  
委 員 長   農林課主幹  
農 林 課 主 幹   まず、報償費の３６万８，１８５円、これはダムの中の草刈りの報償費でありまして、次のペ

ージのダム施設草刈り業務というのは、高齢者事業団のほうに発注している国道沿いにあるファ

ームポンドとかのところの別々の経費になります。  
委 員 長   ７番、上戸委員  
上 戸 委 員   そうしたら、報償費はダムの水のあるところ回り周辺を草刈りするということなんですか。は

い、分かりました。   それで、１３７ページになりますけれども、委託料のところで堤体周辺管理業務３２０万
１，０００円出していますけれども、これはどういうような形の支出になりますか。  
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委 員 長   農林課長  
農 林 課 長   堤体周辺管理業務についてでありますが、これについては鶉ダム堆砂量の測定、ダム湖の堆

砂、どのぐらい土砂がたまっているか、ダム湖に、その測定業務を３年に一回実施しておりま

す。その部分の経費と、あと鶉ダム管理用の道路、上流側のほうに管理用道路がありまして、そ

ちらのほうの砂利、道路の雲泥、ちょっと水たまり等ありまして通行に支障があるというところ

で砂利の補修業務、これを実施しております。堆砂の測量で２２６万６，０００円、砂利の補修

で９３万５，０００円、合わせまして３２０万１，０００円の管理業務となっております。  
委 員 長   ほかにありませんか。  
委 員 長   ８番、浜塚委員  
浜 塚 委 員   １３１ページです。畑作構造転換事業、今当町では馬鈴薯、てん菜が対象になると思います

が、生産性の向上に向けた取組を支援しますということでございますけれども、今年の実績、前

年から見ますと４倍以上というような金額の実績になっています。その辺ちょっと説明願いたい

と思います。  
委 員 長   農業振興係長  
農 業 振 興 係 長   ただいま質問がありました畑作構造転換事業ですが、令和２年度の実績を説明いたしますと、

まず、取組としましては５つの取組で行っておりました。それで、内容は、まず、てん菜に係る

深耕層カルチにアタッチもりもりという機械を装着して、畝間に盛土を形成することで生育初期の

風害軽減対策を行ったものです。こちらの金額で言いますと、交付単価が３，０００円で２７２万

４，６００円。そして、もう一つはサブソイラー、ソバに対してサブソイラーによる排水対策、

こちらは金額、交付単価２，０００円の５１万４，４００円。そしてもう一つは、小豆に対して
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ですが、これは昨年度もやっておりますが、密植栽培、株間を狭めることで収量の増加を図る

というものです。こちらは、交付単価が４，２００円で３３４万６，１４０円。もう一つは、

種子馬鈴薯、こちらは罹病株の抜取りと農薬の散布を慣行より増やすということで、罹病率を

０．１％以下にするという目的の下に行われているもので、これも昨年度から行って、昨年度

ではなくてもう古くから行っていたものです。こちらは、交付単価８，０００円で１，３９１

万４００円。そして、もう一つは、こちらは子実用トウモロコシ、ポップコーン等とかデントコ

ーン、こちらを作付することで労働時間の削減を図るというものです。こちらは、交付単価が３

万５，０００円で１９７万４，０００円。以上合計して、この畑作構造転換事業の２，２４６万

９，５４０円となっております。  
委 員 長   ８番、浜塚委員  
浜 塚 委 員   何かすごいいい事業だと思いますけれども、これあと何年間ぐらいあるんですか、政府の方針

は。  
委 員 長   農業振興係長  
農 業 振 興 係 長   この事業は国の事業でして、毎年新たなメニューが追加される場合もありますし、もしくはい

つ廃止になるか分からない事業となっております。毎年政府で予算措置して賄われている事業と

なっております。  
委 員 長   ８番、浜塚委員  
浜 塚 委 員   何か本当に重要だと思うんですけれども、先が分からんという事業ですよね。長く続いてもら

いたいと思います。  
委 員 長   ほかにありませんか。  
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委 員 長   １０番、佐々木委員  
佐 々 木 委 員   １３７ページです。報償費ということで新規就農者受入れ指導農家ということで、受入れ農家

戸数、そして体験した人数と研修日数、回数は何回行ったのかということです。  
委 員 長   農林課長  
農 林 課 長   新規就農者の受入れ指導農家の報償費でありますが、これについては就農希望される方を受け

入れられた農家さんに支払っている報償費であります。１日１人２，０００円を農家さんに支払

っておりますが、詳細な何日で何人でというものをちょっと今、すみません持ち合わせておりま

せんので、後でこの委員会の後にお配りしたいなと思っておりますので、よろしいでしょうか。  
委 員 長   １０番、佐々木委員  
佐 々 木 委 員   その中身がどうのこうのということでなくして、要するに新規就農進めるという形では大変に

いい取組だなということで評価します。併せて、前段、中山委員さんが、活性化センターでアス

パラ農家であれば活性化センターのハウスを使った中で研修を進めて就農に結びつけたらどうか

という提案もございました。それと併せて、総務費のほうでも地域おこし協力隊というような部

分でも議論ございましたけれども、営農まで導く体制ということでは、やはり近隣農家に相談員

になってもらうということで、これもやはり報償費を支払いした中できちっとサポートする体制

をつくってはどうかということでの提言です。これについていかがなものでしょう、そういう体

制づくりが大事でないかなと思うんですけれども。  
委 員 長   農林課長  
農 林 課 長   まず、先ほど追ってお示ししますと言いましたが、今１月２万円の９か月給付、報償費をお支

払いしているというところであります。  
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 また、新規就農者の受入れ体制の充実という御指摘かと思いますが、これについては昨年度担
い手協議会、また農に生きる推進協議会を設立いたしまして新規就農の受入れ等の充実を図ろう

と始めたところであります。なので、いろいろ御指摘をいただいたものを踏まえまして、新規就

農者の定着に向けた体制の強化というものは今後充実してまいりたいなというふうには考えてお

ります。  
委 員 長   １０番、佐々木委員  
佐 々 木 委 員   頼りになる受入れ協議会ですけれども、きちっとやっぱりそういった部分に、私が提案したよ

うな受入れ農家の体制整備と併せて、自立して就農した段階には、近隣農家が相談員になってサ

ポートして一人前に育て上げていくというような体制をぜひとも確立してほしいということを強

く要望するところです。  
委 員 長   ほかにありませんか。（発言する声なし）  
委 員 長   それでは、７款商工費について、１４４ページから１５３ページ。  
委 員 長   審議の途中ですが、１４時１５分まで休憩します。（１４：０３）  
委 員 長   休憩前に引き続き審議を続行します。（１４：１５）  
委 員 長   審議に入る前に、先ほど中山委員から質問ありました社会福祉協議会に係る収支の質問につい

て、保健福祉課長より答弁があります。  
保 健 福 祉 課 長   社会福祉協議会の令和２年度の収支の金額をお知らせいたします。   収入は６，４３７万３，９９８円、支出６，２５０万３，４９３円、差引残額は１８７万５０５

円、この金額を翌年度へ繰越しということで内訳となっています。   以上です。  
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委 員 長   それでは、審議を続行します。  
委 員 長   ７款商工費について、１４４ページから１５３ページ。  
委 員 長   ８番、浜塚委員  
浜 塚 委 員   １５１ページの１１番役務費です。通信運搬費、これ間違いだと思うんですけれども、２５円

って、これ何か全く全く少ない金額なので、これについてお願いします。  
委 員 長   商工観光係長  
商 工 観 光 係 長   浜塚委員の通信運搬費２５円の関係ですけれども、こちら公衆電話の通信料です。  
委 員 長   公衆電話だそうです。よろしいですか。  
委 員 長   ８番、浜塚委員  
浜 塚 委 員   そうしたら、２５円というのは使用料ということですね。それで、その公衆電話を置くのに幾

らかかるんですか。ただなんですか。月幾らとか、年幾らとかと、置くだけでお金かかるんじゃ

ないかと思うんですけれども。  
委 員 長   商工観光係長  
商 工 観 光 係 長   設置費に関しては、ちょっと私のほうでは承知しませんけれども、現在のところかかっており

ません。  
委 員 長   ほかにありませんか。  
委 員 長   １番、中山委員  
中 山 委 員   １４５ページに報償費で太鼓山公園の管理報償費、それと、１４７ページに委託費で太鼓山公

園の管理というふうに載っているんですけれども、現在管理してくれている方はどなたか、教え

ていただきたいと思います。  
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委 員 長   商工観光係長  
商 工 観 光 係 長   現在、個人名を出してしまうとあれなんですけれども、古川さん御夫妻がやられております。  
委 員 長   １番、中山委員  
中 山 委 員   今ちょっと聞こえなかったんですけれども、古川さんの奥さん、夫婦。ああ、分かりました。  
委 員 長   １番、中山委員  
中 山 委 員   前に所管事務調査であそこに調査に行った中で、大変展望台、町長、ありますよね、覚えてい

ますよね、昔あの展望台が周りの木が繁茂し過ぎて、もう全く展望台の役割を果たしていないと

いうことで１回木を切っていただいたんですけれども、その後どうなったか、管理をどのように

しているのか。  
委 員 長   商工観光係長  
商 工 観 光 係 長   現在のところ、まだ手は正直なところかけておりません。秋頃ちょっと担当のほうで上りまし

て、その辺を確認して、予算を見ながら整備したいなと思っております。  
委 員 長   １番、中山委員  
中 山 委 員   あそこ、いつか鹿の追い込みで何か捕獲したいというようなことでやった経緯もあるそうです

けれども、最近太鼓山に登るというような方、どの程度町としては踏まえているのか。最近は鹿

だけじゃなくて熊の脅威もありますので、その辺の太鼓山公園の頂上まで登ることが可能なのか

どうかと、もう一つはあの展望台をどうするのか、その辺についてちょっとこれからの管理につ

いてお聞きしたいと思います。  
委 員 長   町長  
町 長   あの展望台の周りは非常に今木が育ちまして、展望台というものではなくなっている。また、
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木で造っていたものですから大変腐食して、たしか一部解体した経緯があります。あれを造った

ときの経緯というのは、あそこに木霊塔を造って木霊塔の見晴台ということで造った経緯があり

ますけれども、厚沢部町の祭りは全てあそこからたいまつを持った若者があの坂を下ってきてグ

ラウンドまで来る、こういうふうな名所にしたところで、最近登る人もごく僅かだと思うんで

す、人数は押さえておらないと思います。   そういうことから、かつてあの展望台のすぐ裏から８合目まで、町でシイタケの原木をそれぞ
れ組んで途中途中に置きました。それで、あそこへ登る人がシイタケを取りながら楽しめる、時

期になると春と秋はそういう狙いを持って登ってもらう仕掛けをしました。いつの間には原木そ

のものは誰か持っていったのか、全然なくなってしまった。こういう非常に我々にしたらがっか

りする話なんですが。その後、犯人は見つけましたけれども、見つけましたけれども、やっぱり

厚沢部町のあの場所というのは、それこそ万民が喜ぶような場所にはなれないんだなと。年寄り

の女の人がバッグに２本ぐらいずつ入れて、毎度登るたびに木を運んできたと、そんなことが分

かりまして、それ以来、あそこはそういう管理のやり方はしていませんので、非常に登り道も険

しくなりました。雨が走って、穴だらけの。   そして、あのコースというのは体育館の裏からももう一コース登る、そして上でドッキングす
る。もう一方が、スキー場のロッジの裏から、あれは車で８合目まで登れるように、当時はそう

いう３路線をきちっとつくって、町民の方々の山登りのそういう、それから子どもたちの学校で

の遠足、こういうものに使われてきたわけですけれども、残念ながらそういうふうな不届き者も

おりまして、あそこは放棄するようになってきた。展望台造っても、恐らくそういうこれからも

いいことはない。したがって、危険度を増したら解体して、木に伸びるなというわけにいきませ
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んから、展望台を廃止するという方向になるだろうというふうに思います。   いずれにしても、この太鼓山は非常に木の伸びはいいというふうに言われていますから、そち
らのほうで町有林として大事にしていきたい。ただ、なお、先ほどお話ありましたように、鹿の

捕獲、熊の捕獲の監視カメラが何か所、国有林とうちのほうと道と三者でもって、今現在あそこ

に集まる鹿、熊、こういうものの監視カメラをつけてあります。そういうもののデータを取りな

がら、どういう駆除をするかいろいろ検討したいということで、今データ取りをまだ続けており

ます。やがて対策を講じなければならないというふうな考え方でおります。  
委 員 長   １番、中山委員  
中 山 委 員   今町長言ったように、我々小学校の頃、清和小学校から太鼓山まで歩いて遠足に来た記憶があ

ります。あのてっぺんに上がって跳ねた記憶があるんですけれども。今町長の説明では、頂上ま

で登ることがもう困難なのかなというふうに思いますけれども、これから整備して、あそこに健

康のために登山できるようなことにするのか、それとももうそこには人を登らせないよというふ

うな方向で進むのか、その辺はどっちがいいのか、ちょっと判断つきかねるんですけれども、そ

の辺町長、どう判断したらいいんですか、これから。  
町 長   太鼓山は今でもスキー場の裏から車で上がれます。８合目の広場まで上がれます。あそこ２合

ばかり歩くと、てっぺんまで行きますから。てっぺんはいまだにはげ頭です。だから、昔からあ

の上で跳ねると、どんという空洞の音がする。したがって、あれが太鼓山という名前がついてい

るわけです。これ恐らく推測するのには、中が空洞であろうというふうなお話。五厘沢の銃の訓

練場のあの系列の土がずっと太鼓山まで上っているわけですから、中は石灰であろうと。したが

って、そういう空洞ができているんだろうというふうな推定の中で整備をずっと進めてきたんで
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すが、今申し上げたように、今現在、熊、鹿の囲いわなの試験場として今現在使っております。

これから道を整備して、またさらに太鼓山というのは、こっちからの上り口からにはならないと

思うんです。やっぱり８合目まで車で行けるスキー場の裏の路線がきちっと整備されれば、車で

どんどんどんどん上がれますから。上にも駐車場あります。そういう中で、やはり手前のほうの

ラインはこれからも手入れするということにはならない。やはり木の育ちもいいし、かなり道路

の縁まで針葉樹がどんどんどんどん来ていますから、そういうことからして管理上も後ろの道路

１本にしてはどうかなというふうな考え方を持っております。  
委 員 長   ９番、高田委員  
高 田 委 員   今の関連でちょっと質問しますけれども、まず、管理をするのに年にどのぐらいの割で清掃な

り草刈りなりしているのかなというのが１つ確認したいんですけれども。すごいあそこの所、墓

に行くときの上の斜面すごくきれいになっている。だけど、上のほうになると全然やっていない

なという感じがするので、その辺をどのぐらいの割でやっているのか、ちょっと知りたいんで

す。  
委 員 長   商工観光係長  
商 工 観 光 係 長   高田委員の御質問ですけれども、高田委員のおっしゃられるとおり、下のほうは公園のあたり

は高齢者事業団に委託しましてやっております。ただ、頂上へのルートに関しては、定期的な草

刈り等は行っておりません。  
委 員 長   ９番、高田委員  
高 田 委 員   今町長がもうこの先はというような話していましたけれども、実は道の駅に来るお客さんとい

うか、厚沢部町を見にくる人たちの中で、何人か登ったとか登るとか聞いているんですよ。中野



－７９－ 
課長みたくマラソンだとかウオーキングだとかやっている人は、大体俺たちはあそこで３０分ぐ

らいかかるんですけれども、てっぺんまでね、ところがそういう人たちはどのぐらいかかるのと

いったら、１５分か２０分で登っちゃうんですね、そういう人たちは。そういう話をしている人

が年に何人か来ます。そういう人たちは、実のところ、さっき町長が言ったのと反対で、そうい

うところがあれば行ってみたいなというのが、本当にごくまれな人だと思うんですが、いるんで

すよね。そういう人たちのためにあってもいいのかなと。まれな人たちが来る太鼓山という位置

づけをするのもいいんじゃないのかなという気がしているんですけれども。それやってないとい

うことになると、ちょっと難しいかなという気はします。   それと、たしか木霊塔のところの展望台は、とっくの昔にたしか腐れて取ってしまったんだよ
ね、だと思います。だから今木霊塔が残っているだけで、一旦前に木を切ったんだけれども、そ

の木がまた立派におがって、また何も見えなくなっています。だから、そういうことを時折やっ

ぱり管理してないと難しいかなというふうに思いますけれども、以前町長が、墓から見た厚沢部

の町ってすごいきれいだよという話をしていたんですけれども、それ以上に実は木霊塔のところ

からきれいに見えると、本当にきれいに見える場所なんですよ。だから、そういうまれな人たち

が来る場所というふうな宣伝しても結構いいんじゃないのか。   実は、前井さんとそれからうちの会社でユーチューブで太鼓山のてっぺんまで登ったやつを放
送しています。結構見る人は見ています。それで、一番びっくりするのが、前に南田さんが立て

た太鼓山の看板、あれがもう何か所もぶっ倒れて腐ったままなんですよね。せめてそういうのを

やらないと、本当に太鼓山という宣伝はできないんじゃないかなと思って、私は逆に町長、もう

少し頑張ってそういうのをやってもいいんじゃないのというふうに思うんですが、いかがでしょ
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うか。  

委 員 長   町長  
町 長   考え方だとは思います。太鼓山そのものは、かつて今の木霊塔のところというのは、厚沢部町

で日本海が見えるのはあそこの場所だけだった。日本海を望めるのがあそこの場所だけ、厚沢部

町で。そういうことからいって、貴重な本当は景観を大事にする場所だとは思うんですけれど

も、なかなか伸びた立木を切るというのもまだちょっとと思うので、そういう中で考え方として

私は、今のスキー場、スキー場との関連をもっと強くするならば、太鼓山の扱いというのはもっ

と有効になるだろうと、こういうふうに思います。今都会ではバイクで山の中をどんどん走っ

て、スキー場も何も、畑でもどこでも走る時代ですから、こういうもののコースを設定すれば、

今の上まで、そして手前の木霊塔の辺りまでＵターンコースというコースで、自転車がヘルメッ

トかぶって猛烈に傾斜を走ってあるくという、こういうことも非常に今人気があるわけです。そ

ういうものでひとつ有効な使い方をするとすれば、これ上まで何とか造れるのかなと。５０セン

チの幅があればいいんですが、自転車道路というのは。そういうことも考えられますけれども、

いずれにしても木霊塔の辺りの４合、５合の辺りまでは、私は樹木を伸ばしたほうがいいと、自

然林ですから、あの辺の樹木は伸ばして、ただ、それと伴うことは、今の囲いわなの場所にでき

るなというふうな考え方をしております。ちょっと観光構えで登っていくという、そんな考え方

はなかなか整備がつかないなというふうな思いはしています。   ただ、交通止めにするわけじゃありませんから、今の歩道的な歩き方は従来どおりできますよ
と。我々も何年か前、１回、途中までですけれども上がってギブアップして下りてきましたけれ

ども、とても上まで行けるような、結構登り、忠魂碑の上からの上りがきつくて、上までちょっ
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と登れないというふうな状況もありますから、歩道整備というふうなことまでいかなくても、歩

道は生かしておくということにすれば、たまに来る人も上がれると、こういうことになろうかと

思いますで、あそこを極端に整備しますというふうな発想ではないというふうに思っています。  
委 員 長   ９番、高田委員  
高 田 委 員   今の町長の考え方は分かりましたけれども、さっき言ったように、本当に希少な人たち、結構

ＰＲしてくれる人たちって結構いるんですね。今例えば厚沢部町の道の駅なんかに車中泊してい

る人が、自分でカメラで撮ってユーチューブで流していると。結構いるんですよ。それと同じ

で、もしこの中で、まだユーチューブで前井さんが太鼓山のてっぺんに登ったやつ、それから、

厚沢部観光バスの職員があそこ太鼓山でどこかに音出るところないべかとやったユーチューブ、

これを見たことのない方いたら、ぜひ見てください。うああ、せっかく太鼓山と宣伝しているの

に、この状態かいと思わされるような場面、画面が何個かあります。せめてそこのところはせめ

て看板はちゃんと立てて、それで歩けるところは歩くというぐらいにはしてほしいなというふう

には思います。  
委 員 長   １番、中山委員  
中 山 委 員   町長、太鼓山というのは、やっぱりいい観光資源になると思うんですよ。厚沢部小唄の中にも

いきなり出てくるわけですから。それで、前、町長も覚えていると思いますけれども、あの下の

公園、実のなる木ということでやったわけですけれども、現在は実のなるもの一つもないと。そ

れより、私は実のなる木は、例えば今の時期になるとハチが来るとか、それから熊が来るとかと

いうことになるので、そうじゃなくて、何か厚沢部町の特色のある何か花、春夏秋見られるよう

な、そういうものを植栽した中で私は整備してほしいなと。厚沢部町の中でそういうところはな
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いんですよ、見るとね。だから、そういう例えば公園の上のほうのちょっとしたところなんかで

も、何かそういう特色あるものを植えて、みんなが見える憩いの場にできればいいなというふう

に思うんですけれども、今、高田委員が言ったように、やはり歩いてあの上に行けるような、そ

ういうふうなやっぱり歩道を造ってほしいなというふうに思います。  
委 員 長   町長  
町 長   皆さん方は記憶あるかどうか分かりませんけれども、太鼓山、確かにテレビで放映された経緯

があります。３月の末の太鼓山、上で音がするという。北海道中ひざくりげ、それが第２号のこ

れが太鼓山なの、当時ね。厚沢部町の青年部の諸君がバーナー持っていって雪を融かしながらあ

の山を登って、あのてっぺんまで珍道中やった経緯がある。それがテレビの第２回目の番組で放

映されていると。そういう場所で非常に観光的にも要素があった場所なんですけれども、なかな

かそれが町民にもなじめないというのか、そういうふうな場所になり、当時は澤口松雄さんの町

長のときに役場職員であそこに実のなる木、富栄の牧場、道営の開パやった、あそこに生えてい

た実のなる木を職員が全部移設をしたんです。あそこに全部植えた。そういうふうな経緯があ

る。ところが年数がたって５０年、６０年近くなると木も枯れ果ててきた。もう危険な状態にな

ったんで、計画的に今部分部分木を切り倒して新しい苗木を植えると、こういうふうな作業に入

っております。   太鼓山は確かにそういうふうに景観明媚な場所でもあるし、大事にしたいところですけれど
も、今町では３年ほど前から桜の木を墓地の周りにざっと、道の林業協議会のほうからいただい

た苗を、この辺にない苗、八重の桜苗ですけれども、これをもらって全部植栽しました。かなり

伸びたのもあるんだけれども、残念ながら冬場に鹿に皮を食われた苗が大分ありまして、あれも
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植え替えしながら再整備をしなければならんなと。神社から墓地を囲っての段差のあるところ、

中道路が真っすぐ見える墓地のあそこに桜のそういう畑を造っております。いろいろ圃場を造り

ながら整備をしていっているわけですけれども、いかんせん太鼓山だけはちょっと、若い人はい

いと思うんだけれども、どういう整備があるかというと、今の道路がいいという人もいるだろう

し、きれいにしたほうがいいという人もいるだろうし、様々な中でこれからの状況を見ながら考

えていくより方法がないだろうと思います。  
委 員 長   ほかにありませんか。（発言する声なし）  
委 員 長   ないようですので、８款土木費について、１５２ページから１６１ページ。質疑ありません

か。（発言する声なし）  
委 員 長   では、９款消防費について、１６０ページから１６５ページ。質疑ありませんか。  
委 員 長   土木費終わりました。消防費について、ありませんか。  
委 員 長   ９番、高田委員  
高 田 委 員   ページから言えば１６３になると思うんですけれども、防災行政無線の整備工事が終わりまし

た。デジタル化になったことによる今までのアナログとデジタルとの違いというか、やる前から

説明を受けていたんですけれども、なった後、こういうふうに具体的に違うところあるよという

何か内容があれば教えてください。  
委 員 長   総務財政課長  
総 務 財 政 課 長   今回の更新というのは、アナログの周波数帯がもう使えなくなるということでのデジタル化と

いうことでデジタル無線に更新したところであります。エリアに関していいますと、正直いって

デジタルって切れ出したらもうぶっつり切れるし、アナログのほうがかすかに聞こえたりという
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ふうなことがあって、エリア的に言うとそういった不具合といいますか、デジタルのほうが不利

なところがあるにしても、音声自体は非常にクリアに聞こえるという利点もありますし、あと、

切れるにしても車で中継点にいってつないで経由しながら話すこともできますので、そういった

クリアな音でのやり取りができるというのと、あとは、普通の携帯電話と同じように、ちょっと

限られるんですけれども、押した者同士で同時に話ができるという、アナログですと一回切って

話さないと向こうからの音声というのは聞き取れないんですけれども、携帯電話のようなやり取

りが可能になるというのが大きな利点だと思います。  
委 員 長   ９番、高田委員  
高 田 委 員   メリットとしてはそういうところがある。デメリットは、ということは、時折途切れることが

あるということですね、デメリット。ほかにデメリットがあれば、その部分を説明してほしいん

ですけれども。まず、お願いします。  
委 員 長   総務財政課長  
総 務 財 政 課 長   エリア的に言うと、正直いって広がったわけではなくて、やっぱりどうしても狭まってしまう

のが現状でして、その辺がちょっと本当に端っこに行ってぎりぎりのところで使えるかというと

そういうこともないので、その辺は不自由はしないのかなと思うんですけれども、どうしてもエ

リアがちょっと狭まってしまったというところはやっぱりあるのかなというふうに感じておりま

す。  
委 員 長   ９番、高田委員  
高 田 委 員   今のは分かりました。   ページ１６５のドローンの操縦講習会参加というのがあるんですね。このドローンは、前もあ
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ったような気がしたんですけれども、どのぐらいの人数で、ドローンの活用方法というのは何を

考えてドローンを使うということを計画したのでしょうか。  
委 員 長   総務財政課長  
総 務 財 政 課 長   まず、ドローンの講習参加ということで、その内訳を見ますと、４人で１人１０万円という経

費であります。今のところ、この講習を受けて資格を有している職員は１３人おりまして、ドロ

ーンにつきましては２台あります。１台が３０万円ぐらいなんですけれども、もう一台が２００

万円ぐらいという非常に高額なものでして、主には３０万円ぐらいのほうはイベントの上から、

上空から人が集まっている様子を撮ったり、あとは工事の実績等で屋根とかなかなか見られない

ところを上がって写真を撮ったりするというのが主な用途でして、本当の目的について言うと、

災害が起きたときに足踏み入れられない場所にドローンを飛ばして、その向こう側の様子を見る

だとか、あと、１９０万円のほうは、ある程度の悪天候の中でも飛ばすことができて、しかも写

真もある程度クリアに写るというのが１９０万円のほうのドローンということで、今のところそ

ういった災害は発生してないんですけれども、今運用できているのは、ちょっと去年とかイベン

トはあまりなかったんですけれども、ここで前夏まつりやったときの上空から写真を撮るですと

か、工事の実績写真撮るですとか、今のところの活用方法としてはそういったことで使っており

ます。  
委 員 長   ほかにありませんか。  
委 員 長   ７番、上戸委員  
上 戸 委 員   １６３ページでありますけれども、災害対策費の中の右側の報酬、それから報償費、旅費、こ

れ支出がゼロだけれども、これは何もやらなかったということなんですか。全然使わない予算持
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ったということなんですか。  

委 員 長   総務財政課長  
総 務 財 政 課 長   こちら、誰か遭難者が出たとか災害があったとかというときに、人を集めたときにハンターに

支払う報酬ですとか旅費とかを想定して計上しているんですけれども、２年度はなかったという

ことでゼロになっております。  
委 員 長   ７番、上戸委員  
上 戸 委 員   これはあくまでも災害があったときに支出するお金ということで理解してもいいんですね。  
総 務 財 政 課 長   何か遭難者が出たとか、そういったときのためのお金ということで理解してもらって構わない

です。  
委 員 長   ７番、上戸委員  
上 戸 委 員   はい、分かりました。   それで、総務文教委員会でも委託料のところのハザードマップの関係で見せてもらって説明も

受けたんですけれども、一次避難場所はありますけれども、例えばとは言ったんですけれども、

富栄の一次避難場所については標高が低いところにあると。ですから、大雨降った場合は二次の

避難場所に行く必要があるよということで、これは富栄に限らず、あちこちでもそういうものが

あると思うんです。ですから、この二次避難場所まで分かるようなハザードマップではないとい

うふうに思っていますけれども、それでいいんでしょうかね。二次避難場所を設定しなくてもい

いんですかね。  
委 員 長   総務財政課長  
総 務 財 政 課 長   その委員会のときにもちょっと私なりの考えといいますか、お話しさせていただいたとおり、
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近くに二次避難場所になるような施設があるところもあれば、二次避難、例えば富栄だとなかな

か二次といったときに考えられないのかなと、ほかの施設が。そうなったときに、例えばあゆみ

を二次の避難場所に指定したとしても、そのときの大雨の状況であったり被害の状況で、ひょっ

としてここまで来られないかもしれないということは十分考えられるところでして、こちらで二

次の避難場所を指定してしまうというのが果たしてどうなのかなというのは、私の中の非常に悩

ましいといいますか、指定しないで、実際の状況に合わせて高いところに避難してもらうなりの

ほうが正直言っていい、状況に合わせた判断の中で避難してもらったほうがいいのかなというよ

うな考えもありまして、今まだハザードマップつくったばかりなんであれなんですけれども、一

応そういった考え方の下、今後検討していかなければならないというふうには考えております

が、今そういった状況です、考え方でおります。  
委 員 長   ７番、上戸委員  
上 戸 委 員   それで委員会のときにも言ったんですけれども、一次避難場所で駄目であれば、皆さん高いと

ころに避難してほしいと。富栄であれば、高台のところの畑あるところぐらいしかないよねと。

そしたら、途中で道路が木がかぶさって、それが倒れる可能性だって十分あるよねと。だから、

そういうところを町のほうで点検して、町道だから、危険な立ち木だとかあったら未然に伐採す

るだとかというふうなことが必要でないのかなということを言った記憶があるんだけれども、ど

ういうふうに考えますかね。  
委 員 長   総務財政課長  
総 務 財 政 課 長   町道等の話というのは、確かにそのときお話しされて、ただ、本当にそのときのような大雨降

った場合には、そこの場所すらも何か危険ではないかというような話があったんですけれども、
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ただ、町道の管理という面からすると、そういった木を当然、倒れそうな木というのは当然整備

というかやっていかなければならないのかなと、私の考えになるのでちょっと何とも言えないん

ですけれども、町道は当然車が通れるような形で整備といいますか、そういった木も除去されて

おくべきだと私は考えております。  
委 員 長   ７番、上戸委員  
上 戸 委 員   ぜひ富栄に限らず、どこの地区でもいいんだけれども、一応一次避難の場所が駄目であった

ら、ここになる可能性が強いよというふうなところを押さえておきながら、そこに行ける道路、

これが町道であればしっかりとした管理をするというようなことをお願いしたいというふうに思

いますので、よろしくお願いします。  
委 員 長   答弁いいですか。  
上 戸 委 員   いや、いらないです。  
委 員 長   ほかに質疑ありませんか。（発言する声なし）  
委 員 長   ないようですので、１０款教育費について、１６４ページから１９１ページ。  
委 員 長   １０番、佐々木委員  
佐 々 木 委 員   １８４、５ページです。教育林管理という部分です。これについては一般質問等でも議論を重

ねてきたところですけれども、決算ということで。コロナ禍の中でそれぞれ教育林を有効に活用

した教育林講座、体験学習というのはできなかったなというふうに思っているところですけれど

も、その中で学校授業を含めて活用の計画というのは、令和２年はどの程度あったのでしょう

か。  
委 員 長   教育委員会主幹  
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教 育 委 員 会 主 幹   教育林の学校の活用ということなんですが、昨年度は例年小学校の遠足等でレク森を訪れまし

て、そういった機会があれば職員のほうで説明したりということをしているんですが、昨年コロ

ナの影響でレク森の遠足を厚沢部小学校ですがやめた経緯があります。それで、昨年度は実施で

きなかったんですが、今年度は２回ほどうちの職員で対応して実施しております。   以上です。  
委 員 長   １０番、佐々木委員  
佐 々 木 委 員   今年度活用されているということなんですけれども、それの中で教育林連絡協議会体制の確立

が大変大きい部分だよということも申し上げているんですけれども、その後どういった体制にな

っておられますか。  
委 員 長   教育委員会主幹  
教 育 委 員 会 主 幹   その後、連絡協議会と話合いを何回か行いまして、会員を何とか増やしていく活動をというこ

とで、ちょっと今検討している途中です。町民対象にした説明会ですとか、そういうことを考え

ていこうというような話ではあるんですが、具体的にはまだ詰めてないという状況です。  
委 員 長   １０番、佐々木委員  
佐 々 木 委 員   それは依然として少ない中の連絡協議会体制であるということですね。それは早急にやっぱり

宣伝といいますか、少なくなる前の体制の状態があるわけですから、そういったことを参考にし

ながら、早急にいい体制に協議会をつくっていってほしいなというふうに思うところです。   それと、事業を実施した中で小沼の橋改修ということを毎年相当大きいウエートで事業で行っ
てございます。私の一般質問の中では町長が答弁で、町長が小沼の改修については、山側のほう

にずらした形で整備を進めていったら費用がかからないというような答弁をしてございました。
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その後そういった部分で関係する団体というか方々と、そういうような協議を進めた経緯はある

んでしょうか。  
委 員 長   教育委員会主幹  
教 育 委 員 会 主 幹   その後、実際のところ協議は進んでおりません。というのは、まず、山側に遊歩道を移設する

という考えもありますが、現実問題ちょっと事業費は莫大なものになるかなと考えております。

そういった木道、木橋をちょっとどのように設計して積算したらいいものかというところで、ち

ょっと業者さんと相談しながら今後進めていきたいと思います。  
委 員 長   １０番、佐々木委員  
佐 々 木 委 員   水の中はどうしてもやっぱり腐食というか、傷む率が早いですよね。町長の答弁のとおり、山

側に一旦持っていくとそんなに、当初は膨大な費用かかるかも分かりませんけれども、それで小

沼のミズバショウの鑑賞とか、そういうふうな支障がないというようなことであれば、当初はそ

ういった多額な費用がかかると思いますが、そういった考えを持った中できちっと進めていくの

も大事じゃないかなというふうに思います。それには、やはり前段きちっと教育林連絡協議会体

制、会員をきちっとした中での協議、そして関係する団体との協議を進めた中で、そういった方

向性を持って進むのが大事じゃないかなというふうに思うんですけれども、町長いかがですか、

そういう点について。  
委 員 長   町長  
町 長   方法としては、そういう考え方もできるでしょうし、ただ、今年、木橋をさらに補強するとい

うことで、国有林事業で今一部木橋を修繕しております。だから、それがどの程度立派になる

か、ちょっと我々も想像つかないんですけれども、林野弘済会だとか、あちらのほうの補助金が
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入ったものですから、それらで今整備、木橋の整備をしていると、こういうことで、使えるうち

は木橋は使いながら、やはり全体的に考えていかなければならないレク森だというふうに考えて

います。多人数のそういう方々が入るようになって、そういう橋が危ないよとか何とかとなった

ら、やはりそういうラインも考えざるを得ないと思っています。ですから、こういう今のうちは

１年間に何人も入ってないようですから、そういう中で事故のないような方法で使っていただき

たいし、また、やがて水環境のあそこにラインをくっつけるような歩道も整備をせんきゃならん

というふうに考えますから、全体的な整備よりも部分的な整備を急いであそこはやるべきだろう

というふうに思っています。  
委 員 長   １０番、佐々木委員  
佐 々 木 委 員   昨日私、道の駅周辺ということで否決をしたんですけれども、１０億円をかけて整備するわけ

ですね。あの周辺はやっぱりレク森教育委員を含めて、やっぱり厚沢部町の核となる主体という

か部分でございますので、きちっとやっぱり教育林を活用した体験、そして教育林講座、学習充

実といった部分で、やはりコーディネーターを設置した中で体制整備するほうが、きちっとやっ

ぱり厚沢部町の将来にとって有益な事業というかそういう内容になると思いますので、ぜひとも

その辺を予算に盛り込んだ中で組み立てていただければということを申し添えるものでありま

す。教育長、どう考えますか。  
委 員 長   教育長  
教 育 長   御提案、御指摘ということで、謹んで承ります。また、今後に生かしていきたいと思います。   以上です。  
委 員 長   ほかにございませんか。  
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委 員 長   ７番、上戸委員  
上 戸 委 員   ここの場所でいいのかどうか分かりませんけれども、１６７ページ、委託料の中で学校施設等

個別施設計画策定６３８万円使っていますけれども、これはどういうふうな計画を立てるのに支

出しているお金なんでしょうか。  
委 員 長   教育委員会事務局長  
教育委員会事務局長  午前に町のほうの個別計画、それについて質問されたと思うんですが、それと内容的には同じ

もので、ここに挙げているのは学校、小学校、中学校について今後どのような状態まで耐え得る

か、何年間ぐらい耐え得るかとか、緊急にそういう修理しなければならないところがあるかと

か、そういうような状況調査みたいな委託となっております。  
委 員 長  ７番、上戸委員  
上 戸 委 員  そしたら、今のこれは学校全体の施設のことを言っているということなんですね、個別じゃな

くて。いや、私が聞きたいのは本当はそこじゃなくて、例えば今年は物すごく暑くて大変だった

年なんです。それで、学校にはエアコンがないと。子どもたちは暑いところで頑張ってやってい

るんでしょうけれども、勉強にも影響するというふうに思うんですよ。ですから、そういうエア

コンだとかを入れるだとか、そういうふうな計画をつくっているのかなというふうに思っていた

んですけれども、それは違うというふうに理解しましたけれども。今たまたまエアコンの話をし

ましたけれども、エアコンを入れる計画というのはないんですかね、どうですか。  
委 員 長  教育委員会事務局長  
教育委員会事務局長  エアコンに関しましては、今年度３年度で各学校の保健室のほうにエアコンを導入しておりま

す。あと、各教室につきましては、２年度で扇風機、これ各教室に２台ほど取り付けて扇風機、



－９３－ 
それから、あと窓の開放できる、今までちょっと厚小とか窓の開放が少ししかできなかったもの

を、それ今年度ですけれども、それ改修しまして窓から空気をどんどん入れると。まずはそうい

う状況で、扇風機、空気の流入、そういうことでまずコロナの対策としてやっております。た

だ、今後こういう気候状況でどんどん暑くなってくるようであれば、委員おっしゃるとおり扇風

機だけで対応できないと。どうしても対応できないということになれば、エアコン等も検討して

いかなければならないと考えております。  
委 員 長  ７番、上戸委員  
上 戸 委 員  ぜひエアコンを入れて、いい環境で勉強させてあげていただきたいと。今扇風機というふうに

おっしゃいましたけれども、変に扇風機をかければ、今年あたりは熱風が吹いてくるんですよ。

局長も十分分かっているかと思いますけれども、そういう中で勉強やらせたって駄目だというふ

うに思うんです。   それと、もう一つ、今年トイレを洋式化したというふうに計画の中でたしかあったような気が
するんですけれども、全部じゃないんですよね、洋式化したトイレは。パーセントとしてはどの

ぐらいの割合で洋式化したんですかね。  
委 員 長  教育委員会事務局長  
教育委員会事務局長  この工事につきましては、３年度の工事なんですけれども、ここちょっと手元に資料はないで

すけれども、今現在、鶉小学校、館小学校棟洋式化、もう工事終わりました。これで大体５０％

いく勘定でありました。  
委 員 長  ７番、上戸委員  
上 戸 委 員  ５０％いくかどうかというふうな進捗率、直したやつですね。今の子どもたちで和式のトイレ



－９４－ 
を使えるというふうに考えての５０％なんですかね。私は、もうほとんど今の子どもたちは和式

のトイレ使えないから、全部を洋式化にしてあげるというふうな考え方を持ったほうがいいとい

うふうに思うんですけれども、これはどうですか。いや、決算とちょっとかけ離れて申し訳ない

んですけれども、この１点だけちょっと答えていただきたいと思います。  
委 員 長  教育委員会事務局長  
教育委員会事務局長  確かに最近の子ども、和式ってなかなか抵抗ある子どもが増えてきているとは思うんですけれ

ども、人口がどんどん減ってきている中で学校についているトイレ、そしたら全部必要かどう

か、そこら辺の判断も兼ね合わせて、今現在状況を見ながら改修を進めているということです。  
委 員 長  ほかにありませんか。  
委 員 長  ６番、香川委員  
香 川 委 員  同じ項目なんですけれども、たしか去年、この学校施設等個別施設計画策定なんですけれど

も、建物に関わるものだという話でして、建物の長寿命化を図るための計画策定であると伺って

いるんですけれども、実際これって専門家が建物のチェックをしているんですか。  
委 員 長  教育委員会事務局長  
教育委員会事務局長  この委託かけたところの業者、これ自体がこういう建物の、今おっしゃったとおり長寿命化、

そういうことに関しての専門の業者、そちらのほうに委託をかけております。  
委 員 長  ６番、香川委員  
香 川 委 員  では、もうそのチェックというか、それは終って、実際例えば各小学校なんですけれども、今

後大規模に改修しなければならないとか、そういう部分ってなかったんですか。  
委 員 長  教育委員会事務局長  



－９５－ 
教育委員会事務局長  今現状においては、早急なそういう大規模改修、そこまでは必要ありませんよと。ただ、細々

した修繕ですね、これ毎年自分たち予算計上していますけれども、そういう観点では何かあった

らそういう対応で大丈夫と。ただ、今おっしゃるように早急な大規模な改修、それについてのも

のは、この調査ではありませんでした。  
委 員 長  ６番、香川委員  
香 川 委 員  では、町としては、今後細かい部分を修繕していく考えなのか。それとも、どこかではやっぱ

り大規模に修繕かけるお考えであるのか、お聞きしたいと思います。  
委 員 長  教育委員会事務局長  
教育委員会事務局長  その修繕の状況によってくると思うんですよ。今現在、そういうふうにちょこちょこ直して対

応できるものなのか、それとも今後そういうふうにここはかなりもう傷んでしまって、どうして

も大規模にしなければならんよなと、そういうときはそうなると思うんですけれども。あと、今

後、そのように学校自体を修繕、大規模で修繕するとなるのか、それともどういう形になるか分

かりませんけれども、建替えになるのか、そういう検討も必要になってくると思います。今後の

状況次第だと思います。  
委 員 長  ６番、香川委員  
香 川 委 員  それはそれとして、１７３ページの一番下段のほうなんですけれども、工事請負費で厚沢部小

学校の情報通信ネットワーク環境施設整備工事費あるいは鶉小学校及び館小学校の情報通信環境

整備工事費ということで、昨年度ＧＩＧＡスクールなどで大規模に情報の各学校のネットワーク

の環境の整備というものが行なわれた次第ですけれども、実際この金額である程度もう各小学校

なり中学校のネットワーク環境は整ったという考えでよろしいのでしょうか。  



－９６－ 
委 員 長  教育委員会事務局長  
教育委員会事務局長  ネットワーク環境が全て整ったかどうかということでは、ちょっとこの工事自体がちょっと違

うので、インターネットの回線、これが今までの回線よりももっとスピードが速く、１人１台の

パソコン端末を入れることによってその回線自体が遅くならない、スピーディーに回線回せま

す、そういう工事なので、これからそういう電子機器、パソコン関係、そういうほうの整備を進

めていくとなれば、これからまたさらに新しい機械等を入れなければなくなるかも分かりません

けれども、今現在、ここで上げている工事につきましては、今しゃべったとおり、１人１台端末

を入れたときに回線が遅くならないようにという、そういう工事だった。  
委 員 長  ６番、香川委員  
香 川 委 員  今後も今年度も続けて、例えば学校で教育を取り組むネットワーク環境の環境整備というの

は、引き続きいろんな形で行われていくという考えでよろしいのでしょうか。  
委 員 長  教育長  
教 育 長  委員御指摘の各校の情報ネットワークの環境等も含め、これからの機器の整備等ですけれど

も、厚沢部町自体はかなり近隣町に比べて、これは現場の教員からの感想といいますか、リサー

チといいますか、その結果ですけれども、大変一歩、二歩先を行っているということで整備は進

んでおります。ただ、委員御指摘のとおり、今事務局長もお答えしましたように、これから

様々、もう物すごいスピードで様々な機器の新たなものが出てきていて、新たな環境になってい

くと。その場合には当然アップデートなり、様々な形の入替え等も当然考えられることになろう

かと思います。   ただ、現状ではおおむね非常にいい形で、教員にももちろんタブレット１台渡っていますし、



－９７－ 
非常に授業もＩＣＴを活用した授業が展開されていて、他町から当町厚沢部町の小学校、中学校

の授業をいわゆる研修ということで見にくる教員もおります。そのような状況で今盛んに全ての

授業で活用するべく進めておりますので、ただその環境については、御指摘のとおり、今後も更

新または転換していく可能性はもちろんございます。   以上です。  
委 員 長  ほかにありませんか。（発言する声なし）  
委 員 長  ないようですので、１１款災害復旧費について、１９０ページから１９３ページ。ありません

か。（発言する声なし）  
委 員 長  それでは、１２款公債費について、１９２ページから１９３ページ。（発言する声なし）  
委 員 長  ないようですので、１３款予備費について。（発言する声なし）  
委 員 長  それでは、歳出全般について質疑ありませんか。（発言する声なし）  
委 員 長  それでは、質疑を終結します。  
委 員 長  討論に入ります。（ありませんの声あり）  
委 員 長  討論を終結します。  
委 員 長  認定第１号を原案どおり決したいと思います。これに御異議ありませんか。（異議なしの声あ

り）  
委 員 長  異議なしと認めます。したがって、認定第１号令和２年度厚沢部町一般会計歳入歳出決算の認

定について、原案どおり可決されました。（ありがとうございましたの声あり）  
委 員 長  質疑の途中ですが、１５時３５分まで休憩します。（１５：１９）  
委 員 長  休憩前に引き続き審議を続行します。（１５：３５）  



－９８－ 
委 員 長   認定第２号令和２年度厚沢部町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について議題と

します。  
委 員 長   議案の説明を求めます。  
委 員 長   住民税務課長  
住 民 税 務 課 長   認定第２号の令和２年度厚沢部町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算について説明いたし

ます。（議案内容説明記載省略）  
委 員 長   説明が終わりましたので、質疑に入ります。  
委 員 長   審議の都合上、歳入と歳出に分けて質疑を賜ります。  
委 員 長   歳入全般について質疑ありませんか。２０２ページから２１１ページ。  
委 員 長   ７番、上戸委員  
上 戸 委 員   ２０３ページのところなんですけれども、４番の医療給付費滞納繰越分のところで不納欠損額

が１８万１，９００円出ていますけれども、この要因を御説明願います。  
委 員 長   住民税務課主幹  
住 民 税 務 課 主 幹   今回の国保税に関する不納欠損の内容でありますけれども、さきに一般会計で説明しました同

じ世帯の２名いるといった世帯の１名で残っていた国保税となります。要件としましては、一般

会計同様、生活保護世帯であり、もうこの方については１５年以上生活保護世帯の状況であった

と、確認するのが遅かったという、先ほど前回も言ったとおりですが、確認するのにちょっと遅

くなった部分もありますけれども、確認できたことであり、現状この状況であれば早急にそうい

う状況から変わるということはないであろうということで、今回不納欠損という形で処分の整理

をさせていただきました。  



－９９－ 
委 員 長   ７番、上戸委員  
上 戸 委 員   まあ確認するのが遅れて、今分かって不納処理したというふうな言い訳は理解できます。です

けれども、収入未済額も１，３６０万円ほどあるわけで、こういうのというのは、ちゃんと個別

個別でどういう状況かというのは、きちっと当たっているものなんでしょうか。  
委 員 長   住民税務課主幹  
住 民 税 務 課 主 幹   当然、金額の大小にかかわらず、各世帯の状況等を確保させてもらっています。その状況によ

っては、やっぱりある程度今後の状況を踏まえて、生活保護世帯じゃなくても、上戸委員おっし

ゃったとおり、取れないものまで取らない状況でありますので、状況によってはあまりしたくな

いんですけれども、今後も今年度以降も欠損という形で最終判断をせざるを得ない、来年すぐ出

るかどうか別問題にして、やらざるを得ない結果はあり得る環境のものも確認しつつありますの

で、最終確認した結果で次の整理の段階をさせていただきたいというふうに考えております。  
委 員 長   ７番、上戸委員  
上 戸 委 員   ただ、今のところは１，３６０万３，０００円のうち、この不納欠損した人と類似の案件はな

いということでよろしいんですね。  
委 員 長   住民税務課主幹  
住 民 税 務 課 主 幹   その類似はないです、そのとおりです。  
委 員 長   ほかにありませんか。（発言する声なし）  
委 員 長   それでは、歳出全般について質疑ありませんか。２１２ページから２２３ページ。ありません

か。（発言する声なし）  
委 員 長   ないようですので、質疑を終結します。  



－１００－ 
委 員 長   討論に入ります。（ありませんの声あり）  
委 員 長   討論を終結します。  
委 員 長   認定第２号、原案どおり決したいと思います。これに御異議ありませんか。（異議なしの声あ

り）  
委 員 長   異議なしと認めます。したがって、認定第２号令和２年度厚沢部町国民健康保険事業特別会計

歳入歳出決算の認定について、原案どおり可決されました。（ありがとうございましたの声あ

り）  
委 員 長   認定第３号令和２年度厚沢部町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について議題とし

ます。  
委 員 長   議案の説明を求めます。  
委 員 長   住民税務課長  
住 民 税 務 課 長   認定第３号の令和２年度厚沢部町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算について説明いたしま

す。（議案内容説明記載省略）  
委 員 長   説明が終わりましたので、質疑に入ります。  
委 員 長   審議の都合上、歳入と歳出に分けて質疑を承ります。  
委 員 長   歳入全般について質疑ありませんか。２３２ページから２３５。（発言する声なし）  
委 員 長   ないようですので、歳出全般について質疑ありませんか。  
委 員 長   ８番、浜塚委員  
浜 塚 委 員   ２３７ページです。不用額が５２万７，０００円というふうなことで、中段からちょっと下に

出ていますけれども、この説明をお願いしたいと思います。  



－１０１－ 
委 員 長   国保係長  
国 保 係 長   ただいまの浜塚委員の質問でありますけれども、恐らく申し上げられているのは、後期高齢者

医療広域連合納付金の不用額の金額だと思います。なぜ５２万７，０２３円という不用額が出た

かというような質問だと思いますけれども、この金額に関しては後期の広域連合、北海道の後期

広域連合のほうから高齢者人口均等割、保険料相当の金額が割り当てられて町に負担を求められ

る金額であります。当然、保険者も年間を通して人数は常に変動します。亡くなった方もおられ

れば、年齢に到達して新たに国保だとかから後期のほうに移られてくる方もおりますので、この

辺の部分で人数的には流動的であるということで余裕を持って予算を見ておりますので、必ずこ

のような不用額が発生するというような状況です。   以上です。  
委 員 長   ほかにありませんか。（発言する声なし）  
委 員 長   ないようですので、質疑を終結します。  
委 員 長   討論に入ります。（ありませんの声あり）  
委 員 長   討論を終結します。  
委 員 長   認定第３号、原案どおり決したいと思います。これに御異議ありませんか。（異議なしの声あ

り）  
委 員 長   異議なしと認めます。したがって、認定第３号令和２年度厚沢部町後期高齢者医療特別会計歳

入歳出決算の認定について、原案どおり可決されました。（ありがとうございましたの声あり）  
委 員 長   認定第４号令和２年度厚沢部町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について議題としま

す。  



－１０２－ 
委 員 長   議案の説明を求めます。  
委 員 長   保健福祉課長  
保 健 福 祉 課 長   認定第４号の令和２年度厚沢部町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について御説明い

たします。（議案内容説明記載省略）  
委 員 長   説明が終わりましたので、質疑に入ります。  
委 員 長   審議の都合上、歳入と歳出に分けて質疑を承ります。  
委 員 長   歳入全般について、２４８ページから２５５ページ及び２８０ページから２８１ページ。質

疑ありませんか。（発言する声なし）  
委 員 長   ないようですので、歳出全般について、２５６ページから２７１ページ及び２８２ページから

２８３ページ。質疑ありませんか。（発言する声なし）  
委 員 長   質疑を終結します。  
委 員 長   討論に入ります。（ありませんの声あり）  
委 員 長   討論を終結します。  
委 員 長   認定第４号、原案どおり決したいと思います。これに御異議ありませんか。（異議なしの声あ

り）  
委 員 長   異議なしと認めます。したがって、認定第４号令和２年度厚沢部町介護保険事業特別会計歳入

歳出決算の認定について、原案どおり可決されました。（ありがとうございましたの声あり）  
委 員 長   認定第５号令和２年度厚沢部町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について議題としま

す。  
委 員 長   議案の説明を求めます。  



－１０３－ 
委 員 長   建設水道課長  
建 設 水 道 課 長   認定第５号の令和２年度厚沢部町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算について御説明いたしま

す。（議案内容説明記載省略）  
委 員 長   説明が終わりましたので、質疑に入ります。  
委 員 長   審議の都合上、歳入と歳出に分けて質疑を承ります。  
委 員 長   歳入全般について、２９２ページから２９７ページ。質疑ありませんか。ありませんか。（発

言する声なし）  
委 員 長   ないようですので、歳出全般について、２９８ページから３０５ページ。質疑ありませんか。

（発言する声なし）  
委 員 長   質疑を終結します。  
委 員 長   討論に入ります。（ありませんの声あり）  
委 員 長   討論を終結します。  
委 員 長   認定第５号、原案どおり決したいと思います。これに御異議ありませんか。（異議なしの声あ

り）  
委 員 長   異議なしと認めます。したがって、認定第５号令和２年度厚沢部町簡易水道事業特別会計歳入

歳出決算の認定について、原案どおり可決されました。（ありがとうございましたの声あり）  
委 員 長   認定第６号令和２年度厚沢部町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について議題と

します。  
委 員 長   議案の説明を求めます。  
委 員 長   建設水道課長  



－１０４－ 
建 設 水 道 課 長   認定第６号の令和２年度厚沢部町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算について御説明いた

します。（議案内容説明記載省略）  
委 員 長   説明が終わりましたので、質疑に入ります。  
委 員 長   審議の都合上、歳入と歳出に分けて質疑を承ります。  
委 員 長   歳入全般について、３１４ページから３１９ページ。質疑ありませんか。  
委 員 長   ９番、高田委員  
高 田 委 員   ページでいけば３１５で見ればいいと思うんですけれども、収入未済が現年度分、滞納繰越

分、やや同じ額であります。ということは、この内容を説明ください。  
委 員 長   建設水道課長  
建 設 水 道 課 長   下水道使用料の収入未済額でありますが、現年度分につきましての４万７，６５０円につきま

しては、４名の方の収入未済額であります。これは、８月末現在では２名の方まで絞りまして、

今現在２万３，４００円の未済となっています。滞納繰越分、令和元年度以前の分ですが、これ

につきましては１名、４万６，５７０円で、これは８月末現在１名、ちょっと現年度分ともかぶ

っています方なので、現年度分のほうにまず入れていってもらっているところでございます。そ

のままでございます。   以上でございます。  
委 員 長   ９番、高田委員  
高 田 委 員   そういうことじゃないかなと思って確認したんですけれども。ということは、将来的にこれ不

納欠損になり得る可能性があるということですか。  
委 員 長   建設水道課長  



－１０５－ 
建 設 水 道 課 長   この方は集落排水の施設ですから、本町とか新町とか館町とかこの辺の方なんですけれども、

不納欠損にならないように、滞納繰越分にも１，０００円とか２，０００円とか入れてもらって

いると。水道のほうの滞納もしている方なんですけれども、２か月に１回年金の出る日と、その

ほかにちょっと息子さんが働いていますので、そこで給料出たような頃に行って、うちの住宅も

ありますので、住宅とタッグ組んで行っております。私も今回久しぶりに８月１日にお盆前だっ

たんですけれども、久しぶりというか半年ぶりぐらいに私も顔を出して、お盆前に払えないかと

いうことで行ってきて、盆明けに５，０００円うちの担当のもの、住宅料も５，０００円なんで

すけれども、取ってきた状態でございます。ですから、不納欠損には、少しずつ入れていますの

で大丈夫だとは思うんですけれども。  
委 員 長   ほかにありませんか。（発言する声なし）  
委 員 長   それでは、歳出全般について質疑ありませんか。３２０ページから３２５ページ。  
委 員 長   １０番、佐々木委員  
佐 々 木 委 員   生活排水も水質保全ということで、ここは合併浄化槽のほう、これ衛生費のほうなんですけれ

ども、この部分についてよろしいでしょうか。それとも最後にやってもらいますか。  
委 員 長   何ページですか。  
佐 々 木 委 員   行政報告書でいくと１２９ページ。よろしいですか。  
委 員 長   もう一回お願いします、質問の内容を。  
佐 々 木 委 員   合併浄化槽補助金交付に関してです。この検査、函館浄化槽組合が１年に１回検査して８，０００

円の支払いがあるということで、その検査結果に基づいて水道課のほうに申請して検査補助金を

交付しているんですけれども、これどうなんですか、それぞれ個人ということでなくして、かつ



－１０６－ 
ての子ども医療費等もそうだったんですけれども、それが一括、そのような手数のかかることな

くして一括で支払いできるような体制というか、そういうようなことを考えられないのかどうな

のか、その点についての提言であります。  
委 員 長   建設水道課長  
建 設 水 道 課 長   今、佐々木委員に言われた、早く言えば８，０００円申請するのも大変というか面倒くさいか

ら一括でということなんでしょうけれども、これは平成２７年か２８年だったと思うんですけれ

ども、町政要望でも上がってきた記憶があります。それで、そのときも回答したんですけれど

も、浄化槽協会のほうで検査行って８，０００円、その場でお客さんからお金もらう、もしくは

振り込んでもらう。それをうちのほうに検査結果と領収書を持ってきてもらって８，０００円を

交付するということで、その手間なんですけれども、これはやっぱり補助金の性格上、うちのほ

うで浄化槽協会にはっきり言ってやらない方といいますか、もう廃止というか、いろいろあって

やってない方もいるし、今回の場合も８，０００円の申請もしてきてない方も何件か、こっちの

ほうで分かる範囲では申請出してくださいと送ったりはするんですけれども、あります。現状と

して佐々木委員の言われるとおり町で一括でというようなことについては、現在のところ、ちょ

っと個人で１回ずつ払ってもらっているものなので、町で一括して立替え払いするという形で、

あと皆さんが申請しなくてもいいよなというのは、ちょっと難しいかなと思っております。  
委 員 長   １０番、佐々木委員  
佐 々 木 委 員   かつての子ども医療費というか、そのいうふうな部分についても、当初はそういうようなこと

だったんですけれども、それぞれの病院。特に浄化槽協会は１つなんでしょう。病院と違って何

個もそういう協会が戸別浄化槽を調査するというようなことになってないんでしょう。１社独占



－１０７－ 
でないですか。  

委 員 長   建設水道係長  
建 設 水 道 係 長   浄化槽協会から結果証は個人に郵送されていくもので、町のほうには来てないんです。検査し

てるかどうかというのは、うちのほうでは全然把握してないので、それを一括して浄化槽協会に

支払うというのはちょっと難しいかと思われます。  
佐 々 木 委 員   月決めで水道課のほうに送ってもらって、検査しているということを掌握できる体制も取れる

んじゃないかと思うんですけれども、そういうような体制づくりしたら、本人が申請云々に来な

くても補助金交付できる体制ができるんじゃないかと思うんですけれども、どんなものですか。

それ検討していただく、内部というかいろいろ関係の部分もあるでしょうけれども、ぜひとも検

討していただきたいということです。  
委 員 長   建設水道課長  
建 設 水 道 課 長   検討はしてみますけれども、現実的には保守点検の記録だとかそういうものを浄化槽、浄化槽

協会は北斗市にあって、この道南はその北斗市の１社がやっております。そのところ以外はこの

検査ができませんので、その１社でやっております。保守点検の記録証だとか、それを見たり、

そういうので例えば保守点検してないと指導したりは個人にしています。あと、それから、汚れ

ている、水質が汚れているということであれば、そのお客さんにこういう形で汚れていますの

で、こういう改善をしてほしいとか、そういうものは個々の方に水質検査の結果が行きます。そ

れが我々のほうに一括で来てしまうと、我々のほうから人の検査したものを、あなた、こういう

改善しなければならないよと教えなければならないことに、町が逆にやるということはおかしげ

なことになると思いますので、やっぱり個人がその検査結果を受けて、もし是正内容とかあれ



－１０８－ 
ば、そういうのを直して、それでかかった費用をうちに申請するというふうなことになると思い

ますので、全くお客さんは関係ないで素通してうちが検査結果をもらって、それにぽんとお金を

払ってやるというのは、ちょっとなかなか難しいのかなと。一応、検討はしてみます。  
委 員 長   １０番、佐々木委員  
佐 々 木 委 員   浄化槽協会の前に地元の委託している業者が、きちっと協会の検査の前に受かるような体制で

きちっと整備というか保守点検していただいております。他町の例も調べた中で、そういうよう

なことをやっておられる町村があるんであれば、厚沢部町もぜひともそういった体制に移行して

いただければなということで、よろしくお願いいたします。  
委 員 長   それでは、歳出全般について質疑ありませんか。（発言する声なし）  
委 員 長   質疑を終結します。  
委 員 長   討論に入ります。（ありませんの声あり）  
委 員 長   討論を終結します。  
委 員 長   認定第６号、原案どおり決したいと思います。これに御異議ありませんか。（異議なしの声あ

り）  
委 員 長   異議なしと認めます。したがって、認定第６号令和２年度厚沢部町農業集落排水事業特別会計

歳入歳出決算の認定について、原案どおり可決されました。（ありがとうございましたの声あ

り）  
委 員 長   認定第７号令和２年度厚沢部町国民健康保険病院事業特別会計決算の認定について議題としま

す。  
委 員 長   議案の説明を求めます。  



－１０９－ 
委 員 長   病院事務長  
病 院 事 務 長   認定第７号の令和２年度厚沢部町国民健康保険病院事業特別会計決算報告の内容について御説

明いたします。（議案内容説明記載省略）  
委 員 長   説明が終わりましたので、質疑に入ります。  
委 員 長   審議の都合上、収入と支出に分けて質疑を承ります。  
委 員 長   収入全般について質疑ありませんか。７ページから８ページ及び１６ページ。ありませんか。

（発言する声なし）  
委 員 長   それでは、支出全般について質疑ありませんか。９ページから１５ページ及び１６ページ。

（発言する声なし）  
委 員 長   質疑を終結します。  
委 員 長   討論に入ります。（ありませんの声あり）  
委 員 長   討論を終結します。  
委 員 長   認定第７号、原案どおり決したいと思います。これに御異議ありませんか。（異議なしの声あ

り）  
委 員 長   異議なしと認めます。したがって、認定第７号令和２年度厚沢部町国民健康保険病院事業特別

会計決算の認定について、原案どおり可決されました。（ありがとうございましたの声あり）  
委 員 長   決算審査特別委員会に付託された令和２年度厚沢部町各会計歳入歳出決算７件について審査し

ましたが、特別委員会の審査結果については、７会計いずれも可決であります。  
委 員 長   以上で、議会決算審査特別委員会に付託された案件の審査、全部終了しました。  
委 員 長   これをもって令和３年度厚沢部町議会決算審査特別委員会を閉会します。  



－１１０－ 
委 員 長   御苦労さまでした。（１６：１５）                                       


